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第１回定例会会議録 

 

平成２４年 ３月 ２日（金） 

開  会  午前１０時００分 

 

－－－日程第１ 開会宣言－－－  

〇議長（内堀恵人君）  あらためまして、おはようございます。  

 これより、平成２４年第１回御代田町議会定例会を開会いたします。  

 ただいまの出席議員は１２名であります。  

 武井 武議員、所用のため、欠席する旨の届出がありました。  

 理事者側では、全員の出席であります。 

 ただちに本日の会議を開きます。  

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。  

 

－－－諸般の報告－－－  

 日程に入るに先立ち、事務局長に諸般の報告をさせます。  

 荻原謙一議会事務局長。  

（議会事務局長 荻原謙一君  登壇） 

〇議会事務局長（荻原謙一君）  書類番号１をご覧いただきたいと思います。  

 諸般の報告  

 平成２４年３月２日  

 １．本定例会に別紙配布のとおり町長から議案３７件、報告３件、諮問１件が提

出されています。  

 ２．監査委員より監査報告が別紙のとおりありました。  

 ３．本定例会に別紙配布した請願、陳情文書表のとおり、請願３件、陳情３件が

提出され、受理しました。  

 ４．本定例会に説明のため、町長ほか関係者に出席を求めました。  

 ５．本定例会における一般質問通告者は、古越日里議員他８名であります。  

 ６．閉会中における報告事項は別紙のとおりです。  

 次のページからは監査委員からの定例監査、例月出納検査報告書でございますの
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で、後ほどご覧をいただきたいと思います。  

 また、閉会中の報告事項につきましては、全員協議会の折りに報告させていただ

きますので、この場においては省略させていただきます。以上でございます。  

〇議長（内堀恵人君）  以上をもって、諸般の報告を終わります。  

 

－－－日程第２ 会期決定－－－  

〇議長（内堀恵人君）  日程第２ 会期決定の件を議題といたします。 

 本定例会の会期は、あらかじめ議会運営委員会を開催し、審議してございますの

で、議会運営委員長より報告を求めます。  

 市村千恵子議会運営委員長。  

（議会運営委員長  市村千恵子君 登壇）  

〇議会運営委員長（市村千恵子君）  おはようございます。  

 それでは報告いたします。  

 去る２月２４日、午前１０時５０分より、議会運営委員会を開催し、平成２４年

第１回御代田町議会定例会に提出予定の議案、請願、陳情、一般質問等について、

審議日程等を検討いたしましたので、その結果を報告いたします。  

 本定例会に町長から提案されます案件は、専決２件、事件案５件、条例案１３件、

予算案１８件、報告２件、諮問１件、計４１件であります。１２月定例会以後提出

された請願は３件、陳情は３件で、受理と決定いたしました。  

 会期は本日より３月１２日までの１１日間とすることに決定いたしました。  

 次に、審議日程につきましては、書類番号１をご覧いただきたいと思います。  

 ２６ページをお開きください。  

 平成２４年第１回御代田町議会定例会会期及び審議予定表  

 日時・月日・曜日・開議時刻・内容  

 第 １日目  ３月 ２日 金曜日 午前１０時    開会  

                          諸般の報告 

                          会期の決定 

                          会議録署名議員の指名  

                          町長招集のあいさつ  

                          議案上程 
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                          議案に対する質疑  

                          議案の委員会付託  

 第 ２日目  ３月 ３日 土曜日         議案調査  

 第 ３日目  ３月 ４日 日曜日         議案調査  

 第 ４日目  ３月 ５日 月曜日 午前１０時    一般質問  

 第 ５日目  ３月 ６日 火曜日 午前１０時    一般質問  

 第 ６日目  ３月 ７日 水曜日 午前１０時    常任委員会 

 第 ７日目  ３月 ８日 木曜日 午前１０時    常任委員会 

 第 ８日目  ３月 ９日 金曜日 午後１時３０分 全員協議会 

 第 ９日目  ３月１０日  土曜日         休会  

 第１０日目   ３月１１日  日曜日         休会  

 第１１日目   ３月１２日  月曜日 午前１０時    委員長報告 

                          質疑・討論・採決  

                          閉会  

 続きまして２７ページをお開きください。  

 各常任委員会開催日程について報告いたします。  

 常任委員会開催日程  

  総務福祉文教常任委員会 

        ３月 ７日 水曜日 午前１０時    大会議室  

        ３月 ８日 木曜日 午前１０時    大会議室  

  町民建設経済常任委員会  

        ３月 ７日 水曜日 午前１０時    議場  

        ３月 ８日 木曜日 午前１０時    議場  

 続きまして全員協議会開催日程について報告いたします。  

 全員協議会開催日程  

        ３月 ９日 金曜日 午後１時３０分 大会議室  

 報告は以上です。  

〇議長（内堀恵人君）  ただいま、議会運営委員長から報告のありましたとおり、本日よ

り３月１２日までの１１日間といたしたいと思います。  

 これにご異議ございませんか。  
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（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

 異議なしと認めます。 

 よって、本定例会の会期は本日より３月１２日までの１１日間と決しました。  

 

－－－日程第３ 会議録署名議員の指名－－－  

〇議長（内堀恵人君）  日程第３ 会議録署名議員の指名を行います。  

 会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定により、議長において  

 ７番 古越日里議員  

 ８番 古越 弘議員  

を指名いたします。  

 

－－－日程第４ 町長招集あいさつ－－－  

〇議長（内堀恵人君）  日程第４ 議会招集のあいさつを求めます。  

 茂木祐司町長。  

（町長 茂木祐司君 登壇） 

〇町長（茂木祐司君）  議員の皆さまには、時節柄大変お忙しい中にもかかわらず、平成

２４年第１回御代田町議会定例会にご参集をいただき、議会が開会できますこと

に、厚く感謝を申し上げます。  

 ２００９年の総選挙で、政治を変えてほしいという国民の願いが、政権交代を実

現させました。ところが、２年半という短時日のうちに、野田首相が３人目の首相

となりました。今の政権が掲げている社会保障と税の一体改革の名の下で、２０１５

年までに消費税を１０％に増税する方針を決めました。また、米軍普天間基地の移

設問題、日本の食料や農業に関係するＴＰＰ環太平洋連携協定への参加表明などに

加えて、長引く景気の低迷と不安定な雇用状況などによって、国民の中には将来に

希望が見えない日本の現状に対する不安や不満が広がっています。  

 大震災から１年が経過し、被災地では復興への懸命な努力が続けられていますが、

今なお、３３万人を超える方々が仮設住宅などで厳しい避難生活を強いられていま

す。また、原発事故により、放射性物質で汚染された瓦礫や土壌の処理、農産物の

安全性や風評被害、子育て中の世代にとっては、子どもの安全に心を痛めていま

す。  
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 今、政治が果たすべき役割は何かが日々問われていますが、残念なことに国政の

混乱から脱却できない状況が続いています。こうした先行きの不透明な中であって

も、私たち地方行政は、まさに住民の皆さまの日々の生活の現場で、直接対応する

という極めて重要な役割を担っています。新年度予算の編成にあたっては、地域住

民の皆さまが置かれている社会の現状と、地方自治体としての役割の自覚の上に立っ

て、長期振興計画、自律協働のまちづくり推進計画を基本に、健全財政を堅持しな

がら、事業効果などを十分検討する中で、編成を行ったところであります。  

 本定例会に提案させていただいております案件は、専決処分事項２件、事件案５

件、条例案１３件、平成２４年度当初予算案１２件と、平成２３年度補正予算案６

件の予算案１８件、報告事項２件、諮問１件の、計４１件です。  

 提案させていただきます議案の概要を申し上げます。  

 まず、専決処分事項でありますが、１件目は、地方自治法第１８０条第１項の規

定に基づき、議会において指定されている事項で、議会議決を得た建設工事請負契

約の変更請負契約について、専決処分いたしましたので、報告させていただくもの

です。 

 ２件目の平成２３年度御代田町一般会計補正予算（第７号）につきましては、１

月１７日の議会全員協議会で説明申し上げましたとおり、児玉区での地域介護福祉

空間整備等推進交付金事業の内示によりまして、地方自治法第１７９条第１項の規

定に基づき専決処分しましたので、報告申し上げ、承認をお願いするものです。  

 事件案につきましては、平成２３年度内に御代田町消防団第１分団詰所が完成す

るほか、一里塚区を始め広戸、塩野、向原区の世代間交流施設建設工事が完了する

ことから、これら５施設の指定管理者の指定について、議会の議決をお願いするも

のです。  

 条例案につきましては、育児休業法の改正により、一部の非常勤職員が育児休業

を取得することができるようになったことに伴う、職員の育児休業等に関する条例

の一部改正、労働基準法の規定に基づき、勤務１時間当たりの給与額を改正するた

めの一般職の職員の給与に関する条例の一部改正、非常勤消防団員等に係る損害補

償の基準を定める政令の一部改正に伴う、御代田町消防団員等公務災害補償条例の

一部改正、それぞれ制定目的を達成した御代田町都市計画基金の設置、管理及び処

分に関する条例、総合文化会館建設基金の設置、管理及び処分に関する条例、及び、
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御代田中学校建替え基金に関する条例を廃止する条例、教育施設整備事業及び役場

庁舎整備事業の財源に充当するための御代田町教育施設整備基金の設置、管理及び

処分に関する条例、及び、御代田町役場庁舎整備基金の設置、管理及び処分に関す

る条例を制定する条例、地方自治法との整合を図るための御代田町公の施設の指定

管理者の指定手続等に関する条例の一部改正、経済社会の構造の変化に対処した税

制の構築を図るための地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部

を改正する法律等の改正に伴う、御代田町町税条例の一部改正、介護保険事業計画

の見直しによる御代田町介護保険条例の一部改正、塩野区及び向原区の世代間交流

施設の建設に伴う、御代田町世代間交流施設設置及び管理に関する条例の一部改

正、中学校建替えに伴う御代田町立学校体育施設使用料条例の一部改正をお願いす

るものです。  

 次に平成２４年度当初予算案ですが、一般会計の予算額は、５７億２，３３１万

円で、前年度に比べて７億３，２８３万円、１１．４％の減少となっています。  

 歳入では、評価替えによる固定資産税の減額はあるものの、若干の持ち直し傾向

にある町民税やたばこ税の増額により、町税全体で６，２５４万円の増額を見込ん

でいます。また、地方交付税は、昨年度と同額を見込み、まちづくり交付金事業費

の減額に伴い、国庫支出金及び町債がそれぞれ２億４，４３５万円と、３億１，１１０

万円の大幅な減額となっています。  

 歳出では、平成２１年度から実施しています、まちづくり交付金事業９億６，４４１

万円をお願いしました。昨年に比べ５億３，７００万円の減額となっていますが、

これは中学校の旧校舎解体やグラウンド整備及び４月から運用開始予定の緊急告

知システムの整備が完了したことによるものです。平成２３年度に引き続き、真楽

寺西側の浅間しゃくなげ公園の整備や、下藤塚地区の水路改修、消防団の清万一里

塚区、栄町区、草越区、広戸向原区の４カ所の詰所建設、郵便局南側のしなの鉄道

を横断する栄橋架け替え整備を中心とする道路改良事業を予定しています。  

 本年度実施して好評をいただきました住宅リフォーム補助金に１，０００万円を

計上し、対象工事額を２０万円に引き下げて、耐震工事にも対応可能とするなど、

利用しやすく改善しました。  

 このほか、県の東日本大震災農業生産対策交付金を財源に、豊昇宮平地区に設置

を進める、鳥獣被害防止柵設置工事６３１万円や、佐久地域全体で財政支援する、
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佐久総合病院・佐久医療センター整備負担金４，４４６万円などをお願いしていま

す。 

 また、特別会計につきましては、１１特別会計で総額３４億９，１１３万円を計

上し、前年に比べ１億５７７万円、３．１％の増加となっています。増額の主な要

因は、保険給付費の伸びを見込んでいる国民健康保険事業勘定特別会計や、まちづ

くり交付金事業の補償工事として公共下水道管路施設工事を実施する公共下水道

特別会計の増額によるものです。  

 続きまして、平成２３年度一般会計補正予算（第８号）の概要ですが、総額に、

歳入、歳出、それぞれ５億９，２９０万円を増額し、合計７７億２，８５７万円と

するものです。  

 歳入につきましては、町民税、町たばこ税や、再配分のありましたまちづくり交

付金などの国庫補助金の増額、まちづくり交付金事業債の減額などの歳入見込みや

確定によります補正のほか、基金繰入金では、初期の目的が達成された総合文化会

館建設基金、中学校建替え基金を廃止し、５億５，３３８万円の繰入を計上しまし

た。また、交付税措置率が７０％と、非常に有利な起債事業として実施する避難道

路整備事業、役場等の災害用物資等保管庫に充てるため、緊急防災減災事業債１億

４，５２０万円をお願いしています。  

 このほか、歳出の主な内容は、まちづくり交付金事業で行った道路改良工事や中

学校建設事業の減額のほか、近い将来整備が必要となっています役場庁舎整備や小

学校の大規模改修などの教育施設整備に対応するため、新規基金への積立金と財政

調整基金への積立金を合わせて９億９，９５０万円余をお願いしました。  

 また、特別会計の補正予算につきましては、国民健康保険事業勘定特別会計など

５会計において９，３５１万円の減額補正を計上いたしました。  

 報告事項につきましては、平成２４年度御代田町土地開発公社事業計画及び予算

の報告と、平成２３年度御代田町土地開発公社変更事業計画及び第１回補正予算の

報告です。  

 諮問につきましては、本年６月３０日をもって人権擁護委員４名のうち１名の方

の任期が満了するため、次期委員の推薦にあたりまして意見を求めるものです。  

 以上、概要を申し上げましたが、詳細につきましては、それぞれ担当課長が説明

いたしますので、よろしくご審議をいただき、原案どおりのご採択をいただきます
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ようお願いを申し上げまして、第１回御代田町議会定例会招集のあいさつとさせて

いただきます。よろしくお願いいたします。  

〇議長（内堀恵人君）  これより、議案を上程いたします。  

 

－－－日程第５ 報告第１号  専決処分事項の報告について－－－  

〇議長（内堀恵人君）  日程第５ 報告第１号 専決処分事項の報告についてを議題とい

たします。  

 報告を求めます。  

 土屋和明企画財政課長。  

（企画財政課長 土屋和明君  登壇） 

〇企画財政課長（土屋和明君）  おはようございます。  

 それでは議案書の４ページをお願いいたします。  

        報告第１号 専決処分事項の報告について  

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、別紙専決処分書のとおり専決したの

で、同条第２項の規定により報告する。  

 ５ページをお願いいたします。  

             専第 １号 専決処分書  

 地方自治法第１８０条第１項及び町長の専決処分指定事項について第３項の規

定により議会の議決を経た平成２２年度地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金

事業塩野地区世代間交流施設建設工事の変更請負契約について、次のとおり専決処

分する。  

                       平成２４年１月１９日  専決 

                       御代田町長  茂 木 祐 司 

 １ 契約の目的   平成２２年度地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金事業  

          塩野地区世代間交流施設建設工事  

 ２ 変更契約額   １９８万４，５００円の増額  

 ３ 変更工期   平成２３年８月２５日  着工 

          平成２４年３月２６日  竣工 

 ４ 契約の相手方 御代田町大字御代田２６６４番地１４  

          山口工業株式会社  
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          代表取締役 山 口 裕 之 

 この変更につきましては、この工事、ご承知のとおり、平成２２年度からの繰越

を実施している工事でございまして、本年３月末までには完了できない場合は国庫

への返還が生じてまいります。外壁について、当初はモルタル塗りを予定してござ

いましたけれども、この冬の寒波により、養生に非常に手間がかかる、日数を要す

るというようなことが憂慮されまして、これをメタルサイディングに変更をいたし

ました。  

 それから、実際に工事に入って、Ｌ型擁壁を再利用する予定でございましたが、

掘り起こして検査した結果、欠陥があり、再利用が不可能となったということで、

新規に設置をする必要が生じたと。  

 それから、駐車場につきましては、浸透性のアスファルト舗装という計画でござ

いましたけれども、敷地が広いために、ゲリラ豪雨等の対策のために敷地内に浸透

桝を２カ所設けるという変更でございます。また、工期につきましても、アスファ

ルトのプラントが１２月から閉鎖になってございまして、プラントが再開いたしま

す３月以降まで工期を延長したというものでございます。  

 以上、報告いたします。  

〇議長（内堀恵人君）  以上で、報告を終わります。  

 これより、報告に対する質疑に入ります。  

 質疑のある方は、挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

 質疑なしと認めます。 

 これをもって報告第１号、専決処分事項の報告を終わります。  

 

－－－日程第６ 議案第４号  専決処分事項の報告について－－－  

〇議長（内堀恵人君）  日程第６ 議案第４号 専決処分事項の報告についてを議題とい

たします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 土屋和明企画財政課長。  

（企画財政課長 土屋和明君  登壇） 

〇企画財政課長（土屋和明君）  それでは議案書の６ページをお願いいたします。  
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        議案第４号  専決処分事項の報告について  

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙専決処分書のとおり専決したの

で、同条第３項の規定により報告し、承認を求めるものであります。  

             専第 ２号 専決処分書  

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、議会を招集する暇がないと認めるの

で、専決処分する。  

                       平成２４年２月１５日  専決 

                       御代田町長  茂 木 祐 司 

 専決処分をさせていただきましたのは、平成２３年度御代田町一般会計補正予算

（第７号）についてでございます。  

 内容についてご説明申し上げますので、予算書の１ページをお開きください。  

 平成２３年度御代田町の一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによ

る。 

 第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入、歳出、それぞれ３００万円を追加し、歳

入歳出予算の総額を、歳入、歳出、それぞれ７１億３，５６６万５，０００円とす

る。 

 ２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。  

 ２ページをお願いいたします。歳入でございます。  

 国庫支出金、項２、国庫補助金といたしまして、新たに３００万円を補正するも

のでございまして、町長のあいさつにもございましたけれども、児玉地区の地域介

護・福祉空間整備等推進交付金が確定してまいりました。これを補正予算、補正計

上するものでございます。これを加えまして、歳入合計が７１億３，５６６万

５，０００円とするものでございます。  

 ３ページをお願いいたします。歳出でございます。  

 款３、民生費。項１、社会福祉費。既定額に３１５万５，０００円の増額をお願

いするものでございまして、この内容といたしましては、児玉区の公民館の床の張

り替え工事１３０万円、消耗品、備品等でございます。  

 １４、予備費。項１、予備費。こちらから既定額から１５万５，０００円を減額

するものであります。  
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 歳出合計といたしましては、３００万円を増額いたしまして、７１億３，５６６

万５，０００円とするものでございます。  

 説明は以上でございます。ご承認を賜りますようお願いいたします。  

〇議長（内堀恵人君）  以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより、議案に対する質疑に入ります。  

 質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。  

 本案は討論を省略し、ただちに採決に付したいと思います。  

 これにご異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

 異議なしと認め、議案第４号を採決いたします。  

 本案は原案のとおり承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。  

（賛成者挙手）  

 挙手、全員であります。  

 よって、議案第４号  専決処分事項の報告については、原案のとおり承認するこ

とに決しました。  

 

－－－日程第７ 議案第５号  御代田町消防団第１分団詰所の指定管理者の  

                           指定について－－－  

〇議長（内堀恵人君）  日程第７ 議案第５号 御代田町消防団第１分団詰所の指定管理

者の指定についてを議題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 重田勝彦消防課長。  

（消防課長 重田勝彦君 登壇） 

〇消防課長（重田勝彦君）  それでは、議案書８ページをお願いいたします。  

 議案第５号  御代田町消防団第１分団詰所の指定管理者の指定について  

 下記の者を御代田町消防団第１分団詰所の指定管理者として指定したいから、御

代田町公の施設の指定管理の指定手続等に関する条例第４条第１項の規定により、
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議会の議決を求めるものでございます。  

                  記 

 施設の名称  御代田町消防団第１分団詰所  

 施設の所在  御代田町大字塩野８８４番地１  

 指定管理者  御代田町塩野区  

 指定の期間  平成２４年４月１日から平成２９年３月３１日まで  

                       平成２４年  ３月２日  提出 

                       御代田町長  茂 木 祐 司 

 御代田町第１分団の詰所でございますが、一応２月２２日に完成しました。それ

から、それに伴いまして、指定管理を塩野区にお願いをするものでございます。  

 塩野区にお願いする理由としましては、性質上、塩野区に管理を委ねることが妥

当であることから、指定管理手続条例第５条の規定によりまして、塩野区を選定し

まして、塩野区に詰所の指定管理を指定したいというものでございます。  

 説明は以上ですが、よろしくお認めいただきたいと思います。よろしくお願いい

たします。  

〇議長（内堀恵人君）  以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより、議案に対する質疑に入ります。  

 質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。  

 お諮りいたします。  

 本案は、討論を省略し、ただちに採決に付したいと思います。  

 これにご異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

 異議なしと認め、議案第５号を採決いたします。  

 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。  

（賛成者挙手）  

 挙手、全員であります。  

 よって、議案第５号  御代田町消防団第１分団詰所の指定管理者の指定について
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は、原案のとおり決しました。  

 

－－－日程第８ 議案第６号 一里塚地区世代間交流センターの指定管理者の  

                           指定について－－－  

〇議長（内堀恵人君）  日程第８ 議案第６号 一里塚地区世代間交流センターの指定管

理者の指定についてを議題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 小山岳夫保健福祉課長。  

（保健福祉課長 小山岳夫君  登壇） 

〇保健福祉課長（小山岳夫君）  それでは、議案書９ページをお願いいたします。  

 議案第６号  一里塚地区世代間交流センターの指定管理者の指定について、ご説

明いたします。  

 下記の者を一里塚地区世代間交流センターの指定管理者として指定したいから、

御代田町公の施設指定管理者の指定手続等に関する条例第４条第１項の規定によ

り、議会の議決を求めるものでございます。  

 施設の名称  一里塚地区世代間交流センター  

 施設の所在  御代田町大字馬瀬口１５０７番地１４５  

 指定管理者  御代田町一里塚区  

 指定の期間  平成２４年４月１日から平成２９年３月３１日まで  

 ５年間でございます。 

 以上でございます。よろしくご審議のうえ、お認めいただきますようお願い申し

上げます。  

〇議長（内堀恵人君）  以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより、議案に対する質疑に入ります。  

 質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。  

 お諮りいたします。  

 本案は、討論を省略し、ただちに採決に付したいと思います。  
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 これにご異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

 異議なしと認め、議案第６号を採決いたします。  

 本案は、原案のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。  

（賛成者挙手）  

 挙手、全員であります。  

 よって、議案第６号  一里塚地区世代間交流センターの指定管理者の指定につい

ては、原案のとおり決しました。  

 

－－－日程第９ 議案第７号  広戸地区世代間交流センターの指定管理者の  

                           指定について－－－  

〇議長（内堀恵人君）  日程第９ 議案第７号 広戸地区世代間交流センターの指定管理

者の指定についてを議題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 小山岳夫保健福祉課長。  

（保健福祉課長 小山岳夫君  登壇） 

〇保健福祉課長（小山岳夫君）  それでは議案書の１０ページをお願いいたします。  

 議案第７号  広戸地区世代間交流センターの指定管理者の指定について、ご説明

いたします。  

 下記の者を広戸地区世代間交流センターの指定管理者として指定したいから、御

代田町公の施設指定管理者の指定手続等に関する条例第４条第１項の規定により、

議会の議決を求めるものでございます。  

 施設の名称  広戸地区世代間交流センター  

 施設の所在  御代田町大字広戸５５９番地１  

 指定管理者  御代田町広戸区  

 指定の期間  平成２４年４月１日から平成２９年３月３１日まで  

 ５年間でございます。 

 よろしくご審議のうえ、お認めいただきますようお願い申し上げます。  

〇議長（内堀恵人君）  以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより、議案に対する質疑に入ります。  
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 質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。  

 お諮りいたします。  

 本案は、討論を省略し、ただちに採決に付したいと思います。  

 これにご異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

 異議なしと認め、議案第７号を採決いたします。  

 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。  

（賛成者挙手）  

 挙手、全員であります。  

 よって、議案第７号  広戸地区世代間交流センターの指定管理者の指定について

は、原案のとおり決しました。  

 

－－－日程第１０  議案第８号 塩野地区世代間交流センターの指定管理者の  

                           指定について－－－  

〇議長（内堀恵人君）  日程第１０  議案第８号 塩野地区世代間交流センターの指定管

理者の指定についてを議題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 小山岳夫保健福祉課長。  

（保健福祉課長 小山岳夫君  登壇） 

〇保健福祉課長（小山岳夫君） それでは、議案書の１１ページをお願いいたします。  

 議案第８号  塩野地区世代間交流センターの指定管理者の指定について、ご説明

いたします。  

 下記の者を塩野地区世代間交流センターの指定管理者として指定したいから、御

代田町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第４条第１項の規定によ

り、議会の議決を求める。  

 施設の名称  塩野地区世代間交流センター  

 施設の所在  御代田町大字塩野１３２３番地１  
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 指定管理者  御代田町塩野区  

 指定の期間  平成２４年４月１日から平成２９年３月３１日まで  

 ５年間でございます。 

 説明は以上でございます。よろしくご審議のうえ、お認めいただきますようお願

い申し上げます。  

〇議長（内堀恵人君）  以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより、議案に対する質疑に入ります。  

 質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。  

 お諮りいたします。  

 本案は、討論を省略し、ただちに採決に付したいと思います。  

 これにご異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

 異議なしと認め、議案第８号を採決いたします。  

 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。  

（賛成者挙手）  

 挙手、全員であります。  

 よって、議案第８号  塩野地区世代間交流センターの指定管理者の指定について

は、原案のとおり決しました。  

 

－－－日程第１１  議案第９号 向原地区世代間交流センターの指定管理者の  

                           指定について－－－  

〇議長（内堀恵人君）  日程第１１  議案第９号 向原地区世代間交流センターの指定管

理者の指定についてを議題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 小山岳夫保健福祉課長。  

（保健福祉課長 小山岳夫君  登壇） 

〇保健福祉課長（小山岳夫君）  それでは議案書の１２ページ、お願いいたします。  
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 議案第９号  向原地区世代間交流センターの指定管理者の指定について、ご説明

いたします。  

 下記の者を向原地区世代間交流センターの指定管理者として指定したいから、御

代田町公の施設指定管理者の指定手続等に関する条例第４条第１項の規定により、

議会の議決を求めるものでございます。  

 施設の名称  向原地区世代間交流センター  

 施設の所在  御代田町大字草越１１７３番地３９６ 

 指定管理者  御代田町向原区  

 指定の期間  平成２４年４月１日から平成２９年３月３１日まで  

 ５年間でございます。 

 説明は以上でございます。よろしくご審議のうえ、お認めいただきますようお願

い申し上げます。  

〇議長（内堀恵人君）  以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより、議案に対する質疑に入ります。  

 質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。  

 お諮りいたします。  

 本案は、討論を省略し、ただちに採決に付したいと思います。  

 これにご異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

 異議なしと認め、議案第９号を採決いたします。  

 本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。  

（賛成者挙手）  

 挙手、全員であります。  

 よって、議案第９号  向原地区世代間交流センターの指定管理者の指定について

は、原案のとおり決しました。  

 

－－－日程第１２  議案第１０号 職員の育児休業等に関する条例の一部を  
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                      改正する条例案について－－－  

〇議長（内堀恵人君）  日程第１２  議案第１０号  職員の育児休業等に関する条例の一

部を改正する条例案についてを議題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 荻原眞一総務課長。  

（総務課長 荻原眞一君 登壇） 

〇総務課長（荻原眞一君）  それでは、議案書の１３ページをご覧ください。  

 議案第１０号  職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例案につい

て職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を、別紙のとおり提出する

ということであります。 

 本文の方は１４ページからになりますけれども、今回の一部改正につきまして

は、育児休業法の改正により、一部の非常勤職員についても育児休業を取得するこ

とができるようになったことに伴いまして、非常勤職員のうち育児休業をすること

ができない職員を条例で定める必要があるために、改正するものであります。  

 なお、対象となる非常勤職員は、１年以上雇用され、１週間の勤務日が３日以上、

もしくは１年間の対象日数が１２１日以上の非常勤職員となります。また、これ以

外の非常勤職員が育児休業を取得することはできないということであります。  

 改正条例の方ですが、まず第２条第２号の次に、次の１項を加えるということで、

３号を加えております。３号では、次のいずれかに該当する非常勤職員以外の非常

勤職員と、大変わかりにくい表現になっておりますが、要するに、ここに定めてい

る人は取得できるのであって、ここに定めていなければ取得できないということで

あります。  

 （ア）としては、次のいずれにも該当する非常勤職員ということで、先ほど申し

上げたとおり、在職した期間が１年以上である者、（イ）といたしましては、子の１

歳到達日を超えてその特定職に引き続き在職することが見込める非常勤職員。（ウ）

としては、勤務日の日数を考慮して、規則で町長が定めるということで、先ほどこ

れも冒頭申し上げたとおり、１週間の勤務日が３日以上の非常勤職員又は１年間の

勤務日が１２１日以上の非常勤職員ということであります。  

 イでは、１歳から１歳６カ月に達するまでの子を養育するため、次のいずれにも

該当する非常勤職員が１歳到達日の翌日から育児休業をしようとする者というこ
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とで、定めてあるものであります。  

 ウでは、任期の末日までに育児休業をしている非常勤職員で任期の更新又は採用

に伴い、引き続き育児休業をしようとする者を定めております。  

 条例の第２条の２の方では、非常勤職員が育児休業をすることができる期間につ

いて定めております。  

 また条例第３条では、再度の育児休業を取得することのできる特別の事情につい

て定めてあるものであります。  

 条例、ページといたしましては１６ページの方になりますけれども、条例７条で

は、部分休業をすることができない職員について定めております。  

 それと、条例８条では、部分休業の承認について定めたものであります。  

 それと附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するという内容であり

ます。 

 また後ほど、新旧対照表の方で内容については細かい内容をご覧いただければと

思います。  

 ご審議のほど、原案どおりお認めいただくよう、よろしくお願いいたします。以

上です。  

〇議長（内堀恵人君）  以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより、議案に対する質疑に入ります。  

 質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。  

 

－－－日程第１３  議案第１１号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を  

                      改正する条例案について－－－  

〇議長（内堀恵人君）  日程第１３  議案第１１号  一般職の職員の給与に関する条例の

一部を改正する条例案についてを議題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 荻原眞一総務課長。  

（総務課長 荻原眞一君 登壇） 
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〇総務課長（荻原眞一君）  それでは議案書の２１ページをお願いいたします。  

 議案第１１号  一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案につ

いて 

 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を、別紙のとおり提出す

るというものであります。  

 改正の内容でありますが、第３８条第１項中「乗じたもの」の次に「（第２１条、

第２２条及び第２３条に規定する手当にあっては、１週間当たりの勤務時間に５２

を乗じたものから町長が定める期間を減じたもの）」を加えるということでありま

す。 

 今回のこの一部改正につきましては、当町ではこれまで勤務１時間当たりの給与

額について、国家公務員と同じ基準により算出していましたが、次に申し上げる理

由によりまして、改正するものであります。  

 一般職の地方公務員には、労働基準法が原則として適用されますが、他の法律の

適用除外等を定めた地方公務員法第５８条第３項において、労働基準法における適

用除外される条文を列挙しています。これら適用除外される条文には、超過勤務手

当に関することを定めた労働基準法第３７条の規定が含まれていないため、一般職

の地方公務員の超過勤務手当に関する事項は労働基準法の規定が適用されること

になります。  

 なお、一般職の国家公務員には、労働基準法の適用が原則として排除されていま

す。これは、国家公務員法附則第１６条において、労働組合法、労働関係調整法、

労働基準法並びにこれらの法律に基づいて発せられる命令は、一般職に属する職員

にはこれを適用しないと規定されているためであります。  

 以上のことから、地方公務員には労働基準法第３７条が適用されるため、勤務

１時間当たりの支給額を労働基準法で規定する算出方法に改めるものでありま

す。  

 具体的には、現在は国家公務員と同じ方法ということで、１時間当たりの単価に

つきましては、給料月額×１２カ月を１週間当たりの勤務時間３８．７５時間に年

間５２週間を掛けたもので、除したもので算出しておりますが、今回の改正により

まして、その分母の部分が１週間当たりの勤務時間３８．７５時間×５２週間から

年間の所定休日時間、この年間の所定休日というのは、土日以外の祝日、年末年始
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休業等これらの時間を差し引いたもので除したものということになります。この改

正によりまして、１時間当たりの単価が給料月額によりまして、現在よりおおむね

６０円から１２０円程度の増額となるものであります。  

 附則としてこの条例は平成２４年４月１日から施行する。来年度から適用してい

くということであります。  

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。説明は以上です。  

〇議長（内堀恵人君）  以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより、議案に対する質疑に入ります。  

 質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。  

 

－－－日程第１４  議案第１２号 御代田町消防団員等公務災害補償条例の  

                   一部を改正する条例案について－－－  

〇議長（内堀恵人君）  日程第１４  議案第１２号  御代田町消防団員等公務災害補償条

例の一部を改正する条例案についてを議題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 重田勝彦消防課長。  

（消防課長 重田勝彦君 登壇） 

〇消防課長（重田勝彦君）  それでは、議案書２４ページをお願いいたします。  

 議案第１２号  御代田町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例案

について  

 御代田町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を、別紙のとおり提

出する。  

 次のページをお願いいたします。  

 御代田町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例案について、ご説明

いたします。  

 今回の条例の改正は、障害者制度改革推進本部等における検討を踏まえて、障害

者保健福祉施策を見直すまでの間において、障害者等々の地域生活を支援するため
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の関係法律の整備に関する法律の一部が平成２４年４月１日から施行されること

に伴うものでございます。  

 改正内容につきましては、障害児支援の強化のため、これまで障害種別ごとに分

かれていた施設体系について、通所、入所の利用形態ごとに一元化することになり、

それに伴い、障害者自立支援法第５条第８項、児童デイサービスが削除されること

を受け、当該条例を引用しております条項の項のずれが生じました。このため、御

代田町消防団員等公務災害補償条例の第９条の２第１項第２号中の第５条第１３

項を、第５条第１２項に改めるものです。  

 附則 この条例は平成２４年４月１日より施行する。  

 次のページの方に新旧対照表に、変更になった部分についてアンダーラインが引

かれておりますので、後ほどご覧いただきたいと思います。  

 説明は以上です。よろしくご審議のうえ、お認めいただきたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

〇議長（内堀恵人君）  以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより、議案に対する質疑に入ります。  

 質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。  

 

－－－日程第１５  議案第１３号 御代田町都市計画基金の設置、管理及び  

             処分に関する条例を廃止する条例案について－－－  

〇議長（内堀恵人君）  日程第１５  議案第１３号  御代田町都市計画基金の設置、管理

及び処分に関する条例を廃止する条例案についてを議題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 土屋和明企画財政課長。  

（企画財政課長 土屋和明君  登壇） 

〇企画財政課長（土屋和明君）  議案書の２７ページをお願いいたします。  

 議案第１３号 御代田町都市計画基金の設置、管理及び処分に関する条例を廃止

する条例案について、ご説明をいたします。  



２３ 

 これにつきましては、必要のなくなった基金条例を廃止するものでございます。

２８ページをお願いいたします。  

 御代田町都市計画基金の設置、管理及び処分に関する条例を廃止する条例案  

 御代田町都市計画基金の設置、管理及び処分に関する条例（昭和５５年御代田町

条例第２１号）は、廃止する。  

 附則 この条例は、公布の日から施行する。  

 以上であります。ご審議のうえ、お認めいただきますようお願いいたします。  

〇議長（内堀恵人君）  以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより、議案に対する質疑に入ります。  

 質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。  

 

－－－日程第１６  議案第１４号 総合文化会館建設基金の設置、管理及び  

             処分に関する条例を廃止する条例案について－－－  

〇議長（内堀恵人君）  日程第１６  議案第１４号  総合文化会館建設基金の設置、管理

及び処分に関する条例を廃止する条例案についてを議題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 土屋和明企画財政課長。  

（企画財政課長 土屋和明君  登壇） 

〇企画財政課長（土屋和明君）  議案書の２９ページをお願いいたします。  

 議案第１４号 総合文化会館建設基金の設置、管理及び処分に関する条例を廃止

する条例案についてでありますが、これも既に目的を達しました基金の廃止でござ

います。  

 ３０ページをお願いいたします。  

 総合文化会館建設基金の設置、管理及び処分に関する条例を廃止する条例案  

 総合文化会館建設基金の設置、管理及び処分に関する条例（昭和６３年御代田町

条例第１３号）は、廃止する。  

 附則 この条例は公布の日から施行する。  



２４ 

 以上でございます。ご審議のうえ、お認めいただきますようお願いいたします。 

〇議長（内堀恵人君）  以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより、議案に対する質疑に入ります。  

 質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。  

 

－－－日程第１７  議案第１５号 御代田中学校建替基金に関する条例を  

                      廃止する条例案について－－－  

〇議長（内堀恵人君）  日程第１７  議案第１５号  御代田中学校建替基金に関する条例

を廃止する条例案についてを議題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 土屋和明企画財政課長。  

（企画財政課長 土屋和明君  登壇） 

〇企画財政課長（土屋和明君）  議案書の３１ページをお願いいたします。  

 議案第１５号  御代田中学校建替基金に関する条例を廃止する条例案について

でございますが、こちらも同様に目的を達した基金の廃止でございます。  

 ３２ページをお願いいたします。  

 御代田中学校建替基金に関する条例を廃止する条例（案）  

 御代田中学校建替基金に関する条例（平成１１年御代田町条例第１３号）は、廃

止する。  

 附則 この条例は、公布の日から施行する。  

 以上でございます。ご審議のうえ、お認めいただきますようお願いいたします。 

〇議長（内堀恵人君）  以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより、議案に対する質疑に入ります。  

 質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。  



２５ 

 

－－－日程第１８  議案第１６号 御代田町教育施設整備基金の設置、管理及び  

             処分に関する条例を制定する条例案について－－－  

〇議長（内堀恵人君）  日程第１８  議案第１６号  御代田町教育施設整備基金の設置、

管理及び処分に関する条例を制定する条例案についてを議題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 土屋和明企画財政課長。  

（企画財政課長 土屋和明君  登壇） 

〇企画財政課長（土屋和明君）  議案書の３３ページをお願いいたします。  

 議案第１６号 御代田町教育施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例を

制定する条例案についてでございますけれども、こちらにつきましては、南・北小

学校の大規模改修やその他教育施設の整備に備え、基金を設置しようとするもので

ございます。  

 ３４ページをお開きください。  

 御代田町教育施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例（案）  

 （設置の目的）  

 第１条 教育施設整備事業の財源に充てるため、教育施設整備基金（以下「基金」

という。）を設置する。 

 （積立て）  

 第２条 基金として積立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。  

 （管理）  

 第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法

により保管しなければならない。  

 ２ 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えること

ができる。  

 （運用益金の処理）  

 第４条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この

基金に編入するものとする。  

 （処分）  

 第５条 基金は、教育施設の整備を図る事業の財源に充てる場合に、予算の定め



２６ 

るところによりその全部又は一部を処分することができる。  

 （繰替運用）  

 第６条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間

及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。 

 （委任）  

 第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に

定める。  

 附則 この条例は公布の日から施行する。  

 以上でございます。ご審議のうえ、お認めいただきますようお願いいたします。 

〇議長（内堀恵人君）  以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより、議案に対する質疑に入ります。  

 質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。  

 この際、暫時休憩いたします。  

（午前１０時５９分）  

（休  憩） 

（午前１１時１２分）  

〇議長（内堀恵人君）  休憩前に引き続き、本会議を再開いたします。  

 

－－－日程第１９  議案第号  御代田町役場庁舎整備基金の設置、管理及び  

             処分に関する条例を制定する条例案について－－－  

〇議長（内堀恵人君）  日程第１９  議案第１７号  御代田町役場庁舎整備基金の設置、

管理及び処分に関する条例を制定する条例案についてを議題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 土屋和明企画財政課長。  

（企画財政課長 土屋和明君  登壇） 

〇企画財政課長（土屋和明君）  議案書の３５ページをお願いいたします。  

 議案第１７号 御代田町役場庁舎整備基金の設置、管理及び処分に関する条例を



２７ 

制定する条例案についてでございます。  

 現役場庁舎は、耐震診断の結果、耐震補強が必要であるとされております。近々

に増改築ないしは建替えの必要性に迫られております。これに備えて基金を設置を

しようとするものでございます。  

 ３６ページをお開きください。  

 御代田町役場庁舎整備基金の設置、管理及び処分に関する条例（案）  

 （設置の目的）  

 第１条 役場庁舎整備事業の財源に充てるため、役場庁舎整備基金（以下「基金」

という。）を設置する。 

 （積立て）  

 第２条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。  

 （管理）  

 第３条 基金に関する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ有利な方

法により管理しなければならない。  

 ２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えるこ

とができる。  

 （運用益金の処理）  

 第４条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この

基金に編入するものとする。  

 （処分）  

 第５条 基金は、役場庁舎の整備を図る事業の財源に充てる場合に、予算の定め

るところにより、その全部又は一部を処分することができる。  

 （繰替運用）  

 第６条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間

及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。 

 （委任）  

 第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に

定める。  

 附則 この条例は、公布の日から施行する。  

 以上でございます。ご審議のうえ、お認めいただきますようお願いいたします。 



２８ 

〇議長（内堀恵人君）  以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより、議案に対する質疑に入ります。  

 質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。  

 

－－－日程第２０  議案第１８号 御代田町公の施設の指定管理者の  

       指定手続等に関する条例の一部を改正する条例案について－－－  

〇議長（内堀恵人君）  日程第２０  議案第１８号  御代田町公の施設の指定管理者の指

定手続等に関する条例の一部を改正する条例案についてを議題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 土屋和明企画財政課長。  

（企画財政課長 土屋和明君  登壇） 

〇企画財政課長（土屋和明君）  議案書の３７ページをお願いいたします。  

 議案第１８号  御代田町公の施設の指定管理者の指定手続に関する条例の一部

を改正する条例案についてでございます。  

 今回の改正につきましては、指定管理者が公共団体や公的団体だった場合、毎年

度終了後の事業報告書提出を免除する内容でございましたが、自治法上級法令との

整合上、この部分を削除するものでございます。  

 ３３ページをお願いいたします。  

 御代田町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の一部を改正する条例  

                 （案）  

 御代田町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の一部を、次のように

改正する。  

 第７条中「但し指定管理者が公共団体又は公共的団体であり、町長が認めた場合

この限りでない。」を削る。  

 附則 この条例は、公布の日から施行する。  

 新旧対照表につきましては、次の３９ページにございますので、後ほどご覧いた

だきたいと思います。  



２９ 

 説明は以上でございます。ご審議のうえ、お認めいただきますようお願いいたし

ます。 

〇議長（内堀恵人君）  以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより、議案に対する質疑に入ります。  

 質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。  

 

－－－日程第２１  議案第１９号 御代田町町税条例の一部を改正する  

                          条例案について－－－  

〇議長（内堀恵人君）  日程第２１  議案第１９号  御代田町町税条例の一部を改正する

条例案についてを議題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 山本邦重税務課長。  

（税務課長 山本邦重君 登壇） 

〇税務課長（山本邦重君）  それでは、議案書４０ページをお願いいたします。  

 議案第１９号についてご説明させていただきます。  

 議案第１９号 御代田町町税条例の一部を改正する条例案について 

 御代田町町税条例の一部を改正する条例を、別紙のとおり提出する。  

                        平成２４年３月２日  提出 

                               御代田町長  

 次の４１ページをお願いいたします。  

       御代田町町税条例の一部を改正する条例（案）  

 この改正につきましては、社会経済の構造の変化に対処した税制の構築を図るた

めの地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律、地

方税法施行令の一部を改正する政令及び地方税法施行規則の一部を改正する省令

が公布、施行されたことを受け、地方税法の一部を改正する法律が平成２３年１２

月１４日に公布、施行されました。それに伴い、町税条例も一部を改正して、適切

に運用するものであります。  



３０ 

 改正概要は、経済社会の構造の変化に対処した税制の構築を図るための地方税法

及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律の改正に伴い、法

人税の税率の引き下げ、課税ベースの拡大等により、法人実効税率が引き下げられ

ます。法人町民税への影響調整のため、都道府県たばこ税の一部を市町村たばこ税

に移譲されます。また、個人町県民税の退職所得の税額控除１０％でありますが、

それを廃止します。そして、東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施

する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律

が、やはり平成２３年１２月２日に施行され、東日本大震災の復興財源、防災政策

に充てる臨時増税として１０年間、個人の住民税均等割を１，０００円加算する改

正であります。  

 本文に戻りまして、御代田町町税条例の一部を、次のように改正する。  

 １行目の第９５条でありますが、町たばこ税の旧３級品以外の製造たばこの税率の

引き上げで、１，０００本につき「４，６１８円」を６４４円引き上げ、「５，２６２

円」と改正するものであります。  

 ３行目になりますが、附則第９条の削除であります。これは退職所得の分離課税

に係る所得割の税額から１０分の１を控除する特例適用を廃止し、本則課税１０％

とする改正であります。 

 続いて４行目になりますが、附則第１６条の２、２項第１項の関係でありますが、

これは旧３級品の製造たばこの税率の引き上げて、１，０００本につき「２，１９０

円」を３０５円引き上げ、「２，４９５円」と改正するものであります。 

 ５行目になりますが、附則第２２条第１項から第５項までについては、東日本大

震災に係る雑損控除等の特例で、法改正に伴う項の改正と、字句の改正でありま

す。  

 ずっと下がって今度１７行目になりますが、附則第２４条から第３１条を、１条

ずつ繰り下げ、新たに附則第２４条を設け、特例として個人の町民税の均等割の税

率を、平成２６年度から平成３５年度までの１０年間、５００円を加算し、現行税

率の３，０００円から３，５００円に改正するものであります。  

 なお、県民税については、県の県税条例の一部改正により、均等割にやはり５００

円を加算が、今県議会に提案されているところであります。  

 個人住民税の均等割は、町民税と県民税合わせ年額で５，５００円、現行４，５００



３１ 

円から、５，５００円になります。  

 附則 

 （施行期日）  

 第１条  この条例は公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。  

 １ 附則９条の改正規定及び２条の規定については、平成２５年１月１日から。 

 ２ 第９５条の改正規定、附則第１６条の２第１項の改正規定及び附則第３条の

改正規定については、平成２５年４月１日。  

 （町民税に関する経過措置）  

 第２条 平成２４年１２月３１日以前に支払うべき退職手当等に係る、この条例

による改正前の町税条例附則第９条第１項に規定する分離課税に係る所得割につ

いては、なお従前の例による。  

 （町たばこ税に関する経過措置）  

 第３条 平成２５年４月１日前に課した、又は課すべきであった町たばこ税につ

いては、なお従前の例による。  

 なお、議案書４３ページから４６ページについては、新旧対照表の条文が入って

おります。改正部分にはアンダーラインが引いてありますので、後ほどご覧いただ

きたいと思います。  

 以上のとおり、町税条例の一部改正案につきまして提案理由を申し上げました。

ご審議のうえ、お認めいただきますようよろしくお願いいたします。以上でござい

ます。 

〇議長（内堀恵人君）  以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより、議案に対する質疑に入ります。  

 質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。  

 

－－－日程第２２  議案第２０号 御代田町介護保険条例の一部を改正する  

                          条例案について－－－  
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〇議長（内堀恵人君）  日程第２２  議案第２０号  御代田町介護保険条例の一部を改正

する条例案についてを議題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 小山岳夫保健福祉課長。  

（保健福祉課長 小山岳夫君  登壇） 

〇保健福祉課長（小山岳夫君）  それでは議案書４７ページをお願いいたします。  

 議案第２０号 御代田町介護保険条例の一部を改正する条例案について、ご説明

いたします。  

 御代田町介護保険条例の一部を改正する条例を、別紙のとおり提出する。  

 ４８ページをご覧ください。  

 条例案でございます。御代田町介護保険条例の一部を、次のように改正する。  

 第６条中「平成２１年度から平成２３年度」を「平成２４年度から平成２６年度」

に、「２万６，６４０円」を「２万７，８４０円」に、「３万９，９６０円」を「４万

１，７６０円」に、「５万３，２８０円」を「５万５，６８０円」に、「６万６，６００

円」を「６万９，６００円」に、「７万９，９２０円」を「８万３，５２０円」に

改める。  

 附則 

 （施行期日）  

 １ この条例は平成２４年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

 ２ 改正後の御代田町介護保険条例第６条の規定は、平成２４年度以降の年度分

の保険料から適用し、平成２３年度以前の年度分の保険料については、なお従前の

例による。  

 （平成２４年度から平成２６年度までにおける保険料率の特例）  

 ３ 令附則第１５条第１項及び第２項（同条第３項及び第４項において準用する

場合を含む。）に規定する第１号被保険者の平成２４年度から２６年度までの保険

料率は、第６条第１項の規定にかかわらず、５万１１０円とする。  

 ということでございます。  

 以上の説明につきましては、年額、１年トータルの保険料ということでございま

す。 
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 ２月２４日の全員協議会でご説明したとおり、基準月額におきましては２００円

アップの保険料の改定でございます。  

 いろいろな情報が出ておりますけれども、新聞情報が出ておりますけれども、他

市町村に比べまして少ない値上げ幅であり、基金の取り崩しもない状況でございま

す。ほかの市町村におきましては、基金を取り崩してかなり無理をして、保険料の

跳ね上がりを抑えている市町村もある状況でございます。  

 団塊の世代が大量に１号被保険者となる平成２７年度以降、保険料の高騰を抑

え、こういった団塊の世代が大量に入ってきますと、保険料が高騰するおそれがご

ざいます。保険料の高騰を抑える意味でも、無理のない保険料額の改定であると考

えております。  

 ご審議のうえ、お認めいただきますようお願いを申し上げます。  

〇議長（内堀恵人君）  以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより、議案に対する質疑に入ります。  

 質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。  

 

－－－日程第２３  議案第２１号 御代田町世代間交流施設設置及び管理に  

             関する条例の一部を改正する条例案について－－－  

〇議長（内堀恵人君）  日程第２３  議案第２１号  御代田町世代間交流施設設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例案についてを議題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 小山岳夫保健福祉課長。  

（保健福祉課長 小山岳夫君  登壇） 

〇保健福祉課長（小山岳夫君）  それでは議案書の５１ページをお願いいたします。  

 議案第２１号  御代田町世代間交流施設設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例案について、についてご説明をいたします。  

 御代田町世代間交流施設設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を、別

紙のとおり提出するものでございます。  
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 ５２ページをお願いいたします。  

 御代田町世代間交流施設設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例（案）  

 御代田町世代間交流施設設置及び管理に関する条例の一部を、次のように改正す

る。 

 第３条の表中、第３条に表がございます。「広戸地区世代間交流センター  御代

田町大字広戸５５９番地１」、この下に「塩野地区世代間交流センター  御代田町大

字塩野１３２３番地１」「向原地区世代間交流センター 御代田町大字草越１１７３番

地３９６」、これを加えるものでございます。  

 附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行するということでございま

す。 

 よろしくご審議のうえ、お認めいただきますようお願いいたします。  

〇議長（内堀恵人君）  以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより、議案に対する質疑に入ります。  

 質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。  

 

－－－日程第２４  議案第２２号 御代田町立学校体育施設使用料条例の  

                   一部を改正する条例案について－－－  

〇議長（内堀恵人君）  日程第２４  議案第２２号  御代田町立学校体育施設使用料条例

の一部を改正する条例案についてを議題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 荻原 正教育次長。  

（教育次長 荻原 正君 登壇） 

〇教育次長（荻原  正君） それでは議案書の５４ページをお願いをいたします。  

 議案第２２号  御代田町立学校体育施設使用料条例の一部を改正する条例案に

ついてでございます。  

 次の５５ページをお願いをいたします。  

 今回の一部改正につきましては、改正理由といたしまして、中学校のグラウンド
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が完成し、新たに夜間照明の設備も整備されましたので、その夜間照明使用料の改

定を行うものであります。現行の使用料は、１時間５００円であります。新たに整

備したものは、水銀灯からＬＥＤ照明にしましたので、消費電力が少なく、器具も

長期使用が可能になっております。また、北小学校にも夜間照明の設備があります

が、１時間８００円であります。北小学校の使用料も参考にして、利用者の負担が

あまり過大にならないように、中学校の使用料も現行の１時間５００円から北小学

校と同額の１時間８００円にしたいとする改正であります。  

 また、別表中、北小学校と中学校の照明料の区分がございましたが、同額にする

中で、表記を統一させていただくものでございます。  

 ５５ページの別表中をご覧いただきたいと思いますけれども、北小学校・中学校

校庭ということで、現行北小学校校庭夜間照明料８００円、中学校校庭夜間照明料

５００円でございますけれども、下段のとおり、照明料の表記を統一させていただ

き、１時間８００円と改めるものでございます。  

 附則 この条例は、平成２４年４月１日から施行する。  

 ということでございます。  

 よろしくご審議をいただき、原案のとおりお認めいただきますよう、お願いいた

します。以上でございます。  

〇議長（内堀恵人君）  以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより、議案に対する質疑に入ります。  

 質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。  

 

－－－日程第２５ 議案第２３号 平成２４年度御代田町一般会計予算案について－－－ 

〇議長（内堀恵人君）  日程第２５  議案第２３号  平成２４年度御代田町一般会計予算

案についてを議題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 土屋和明企画財政課長。  

（企画財政課長 土屋和明君  登壇） 
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〇企画財政課長（土屋和明君）  議案書の５７ページをお願いいたします。  

 議案第２３号  平成２４年度御代田町一般会計予算について、ご説明いたしま

す。お手元の資料番号１をご覧いただきたいと思います。  

 初めに、平成２４年度予算の概要についてでございます。  

 町長の招集あいさつにもございましたけれども、一般会計で５７億２，３３１万

１，０００円で、前年に比較しまして、７億３，２８３万３，０００円、１１．４％

の減でございます。  

 前年と比べて減収した理由でございますが、歳出では、昨年度緊急告知システム

整備、それから中学校建設が終了いたしまして、こちらでそれぞれ２億９，０００

万円余、それから３億５，０００万円余減となったことと併せまして、公債費で１

億８，０００万円ほどの減となっていることによります。これに伴いまして、歳出

でも国・県支出金で４億円弱の減、起債でも３億円強の減という見込みとなってご

ざいます。  

 ２の特別会計につきましては、後ほど各担当課長から説明申し上げますけれども、

町の１１の特別会計の合計、一番下の欄でございますが、合計で３４億９，１１３万

８，０００円ということで、こちらは１億５７７万８，０００円、３．１％の増と

なってございます。町全体では、２４年度当初予算９２億１，４４４万９，０００

円となってございます。 

 次に３ページをお開きいただきたいと思います。  

 一般会計のうちの一般財源でございますが、３５億９，０７９万１，０００円と

いうことで、構成比としては６２．７％ということで、昨年に比して４，９５４万

円の増ということで、こちらにつきましては、町税全体で６，２５４万円の増の見

込みであることによるかと思います。  

 同じく、このうちの自主財源でございますが、２４億８，５４３万７，０００円

ということで、こちらは昨年比で１，５５５万８，０００円の減という状況でござ

いますが、こちらは町税の増がございましたけれども、右の２ページの方の１８繰

入金、１９繰越金、２０の諸収入、こちらの減の方が上回ったことが原因だと考え

られます。  

 次に、予算書の１ページをお開きいただきたいと思います。  

 平成２４年度御代田町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。  
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 （歳入歳出予算）  

 第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入、歳出、それぞれ５７億２，３３１万

１，０００円と定める。  

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表 歳入歳出予

算による。  

 （地方債）  

 第２条  地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債

の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、第２表  地方債によ

る。 

 （一次借入金）  

 第３条  地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一次借入金の借入の最

高額は、１５億円と定める。  

 （歳出予算の流用）  

 第４条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により、歳出予算の各項の

経費の 金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  

 （１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）

に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項間

の流用。  

 次の２ページから７ページまでの款項の区分ごとの金額の説明につきましては、

あちこち飛んで申しわけございませんけれども、資料番号の２の方でご説明をさせ

ていただきますので、よろしくお願いをいたします。  

 それでは、この資料番号２で、一般会計の中身についてご説明をいたします。  

 まず、歳入でございます。  

 款１、町税。項１、町民税でございますが、７億１，８５０万円の見込みでござ

います。比較といたしまして、１億５００万円の増ということで、個人、法人でそ

れぞれ６，８００万円、３，７００万円の増を見込んでございます。  

 項２、固定資産税。１１億６，８３０万円でございまして、６，７８０万円の減

を見込んでございます。今年２４年度は評価替えの年になるということで、減の見

込みであります。  

 軽自動車税につきましては３，３４０万円、町たばこ税につきましては９，９７０
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万円と、こちらは２，９７０万円の増加の見込みをしてございます。  

 ６の入湯税、３９万円の見込みでございます。  

 ７の都市計画税。１億１，８２０万円ということで、こちらも固定資産税同様

４８０万円ほどの減を見込んでございます。  

 ２の地方譲与税から８の自動車取得税交付金まででございますが、こちらにつき

ましては、県の方の見込みの数値を計上をさせていただいております。  

 地方譲与税。１、自動車重量譲与税でございますが、４，９００万円の計上でご

ざいます。  

 ２の地方揮発油譲与税につきましては、２，０００万円の計上であります。  

 ３の利子割交付金につきましては、５２０万円。  

 ４の配当割交付金につきましては、２５０万円。  

 ５の株式譲渡所得割交付金については６０万円。  

 ６の地方消費税交付金につきましては、１億４，１００万円。  

 ７のゴルフ場利用税につきましては、こちらは過去の実績による見込みで、

１，８５０万円を計上してございます。  

 ８の自動車取得税交付金につきましては、１，４５０万円という計上であります。 

 ９の地方特例交付金につきましては１，１００万円で、前年比１，３７０万円の

減でございますが、こちらの主要因は、子ども手当交付金で１，１８０万円の減等

でございます。  

 ２ページをお願いいたします。  

 地方交付税につきましては、１１億９，０００万円と、前年並みの見込みをさせ

ていただいてございます。  

 １２の分担金及び負担金でございますが、こちらは９，２６９万８，０００円と

いうことで、保育料の負担金で７３７万円等の増を見込んでの計上であります。  

 １３の使用料及び手数料でございますが、使用料６，９９３万８，０００円とい

うことで、住宅使用料で２００万円余の減を見込んでございます。  

 手数料でございますが、９９５万６，０００円ということで、戸籍手数料が主な

手数料でございます。  

 １４、国庫支出金。項１、国庫負担金でございますが、２億８，１９１万４，０００

円ということで、６，５００万円余の減でございますが、これは子ども手当負担金
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でございます。  

 項２、国庫補助金。３億６，８６９万２，０００円で、１億７，９１４万７，０００

円の減でございますが、主にまちづくり交付金の減によるものでございます。  

 項３、委託金。５７０万７，０００円でございますが、こちらはおおむね昨年並

という状況でございます。  

 款１５、県支出金。項１、県負担金でございますが、１億３，２３１万円の計上

でございます。これは国保安定基金負担金が１，０００万円余、減少してきてござ

います。  

 項２、県補助金。１億３，８３４万４，０００円の計上でございます。昨年と比

較しまして１億４，３０６万円の減ということで、これは緊急雇用創出事業で１億

６，３４８万３，０００円の減が、主な原因かと思われます。  

 項３、委託金でございますが、２，６５０万７，０００円の計上でございまして、

昨年に比して５３０万円余の減でございますが、これは県会議員選挙の委託金が減

少したということが主要因であります。  

 款１８、繰入金。項１、基金繰入金。３，１３５万３，０００円の計上でござい

まして、３，７３１万５，０００円の減でございますが、主には中学校建設基金か

らの繰入金が５，４８０万円ほど減少しているという状況であります。  

 それから、２の特別会計繰入金でございますが、７００万円の計上でございま

す。こちらにつきましては、御代田財産区特別会計からの繰入金７００万円で、小

中学校の楽器整備のための補助金として繰り入れていただいたものでございます。 

 １９、繰越金でございますが、本年度は３，０００万円の計上でございます。  

 次のページをお願いいたします。  

 款２０、諸収入。項４、雑入でございますが、こちらは６，１３７万８，０００

円ということで、比較で１，０００万円余の減となってございますが、これは消防

団退職報償金の減によるものでございます。  

 ２１、町債でございますが、８億３，０１０万円の計上でございます。比較とい

たしましては、３億１，１１０万円の減というようなことで、まちづくり交付金債

の減少が主要因でございます。  

 歳入合計が５７億２，３３１万１，０００円というものでございます。  

 次のページをお願いいたします。歳出でございます。  
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 款１、議会費。本年度８，２１８万７，０００円の計上でございまして、１，４００

万円余の減でございますが、これは昨年度は議員共済会の負担金がございまして、

これの減少によるものでございます。  

 款２、総務費。項１、総務管理費でございますが５億３１３万８，０００円。

４，５２６万１，０００円の増でございますが、こちらにつきましては、マイクロ

等バス公用車の関係で、３，８７０万円が増えていることが主要因でございます。 

 ２の徴税費でございますが、１億７０７万２，０００円の計上でございます。今

年度につきましては土地の評価替え業務委託で１９２万２，０００円の増、それか

ら固定資産業務委託で１２８万１，０００円の増等が増加の原因でございます。  

 ３の戸籍住民基本台帳費でございますが、３，２５８万１，０００円で、これは

昨年とほぼ同等の状況でございます。  

 項４の選挙費でございますが、本年度は１０１万７，０００円の計上でございま

して、特別、選挙の予定はされておりませんので、昨年と比べて大きく減少してお

ります。  

 ３、民生費。項１、社会福祉費。６億７，６９６万６，０００円で、１，８５９

万円の増でございますが、これは障害者自立支援給付費で４１８万９，０００円、

それから後期高齢者療養給付費の関係で１，３４１万２，０００円等の増額が見込

まれることが主要因であります。  

 項２、児童福祉費。６億２，３８８万７，０００円でございます。こちらにつき

ましては、３，１３８万９，０００円の減ということで、大きな要因といたしまし

ては、子ども手当で５，５００万円余の減少がございます。  

 款４、衛生費。項１、保健衛生費でございますが、２億８４９万７，０００円の

計上でございます。３，９１２万２，０００円の増となってございますが、これは

主要因といたしまして、佐久医療センター負担金に４，４４６万１，０００円が皆

増となっていることが原因でございます。  

 項２、清掃費でございます。２億６，９７５万７，０００円の計上でございます。

前年比１，８５３万５，０００円の増でございますが、これは井戸沢最終処分場の

濾過剤の交換と施設整備の関係で５００万円ほど増えてございます。また、浅麓環

境施設組合の負担金ということで、８３０万円ほど増えているというのが要因でご

ざいます。  
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 款５、労働費。７１万３，０００円の計上でございます。昨年比８９万円の増で

ございますが、雇用促進事業補助金で９０万円の減というのが主要因でございま

す。  

 款６、農林水産業費。項１、農業費でございますが、８，４０８万５，０００円

の計上でございます。前年比９２３万２，０００円の増でございますが、これは農

業者戸別所得補償補助金が３００万円余、それから鳥獣被害防止柵設置工事で６３０

万円ほどの増額が見込まれております。  

 項２、林業費でございますが、２，６７３万５，０００円ということで、１，５０４

万９，０００円の減ということですが、まちづくり交付金事業が今年につきまして

は１，７００万円ほど減少しているのが主要因であります。  

 ３の農地費でございますが、１億９，４３６万５，０００円ということで、こち

らも９００万円ほどの減少でございますが、まちづくり交付金事業で２，４６０万

円、公共基準点整備委託で２，４００万円の減でございますが、団体営の土地改良

事業で３，１７７万６，０００円の増額が見込まれております。  

 商工費でございますが、８，０３１万２，０００円の計上でございます。１９３

万３，０００円ほどの減でございますが、これは健全化資金利子補給金の２００万

円の減が主要因だと思われます。  

 次のページをお願いいたします。  

 款８、土木費。項１、土木管理費でございますが、本年度予算額３，１４６万

円。８４６万２，０００円の減でございますが、これは一般人件費の関係で９６５

万９，０００円の増ということで、昨年度は課長が退職する見込みでございまして、

これの分の当初計上がございませんでした。これによるものでございます。  

 項２、道路橋梁費でございますが、９億３，４８３万５，０００円で、５，２３２

万８，０００円の増でございます。まちづくり交付金事業で８，８８３万３，０００

円、地方道路整備事業では２，０００万円の減というようなことが要因であります。 

 項３、河川費でございますが、本年度は１０８万９，０００円と、１，０７０万

６，０００円の減でございますが、昨年度は河川台帳保守管理委託７２０万円、そ

れから河川環境美化委託で３５０万円余ということで、こちらがなくなったことに

よるものでございます。 

 項４、都市計画費。２億６，１４７万７，０００円の計上でございます。今年度
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は当初予算には住宅リフォーム補助金が当初予算に初めて計上されております。  

 項５、住宅費でございますが、１，７６８万４，０００円でございまして、２７０

万５，０００円の減ということで、こちらにつきましては、道路後退用地管理委託

が７６３万２，０００円の減、今年度分筆登記手数料で狭隘道路の部分の後退部分

の調査を進めるということで、３４０万円新たに計上をしてございます。  

 款９、消防費でございますが、３億１，２０９万５，０００円でございます。２

億５，１３９万円の減でございますが、こちらにつきましては、緊急告知システム

の２億９，９２５万円の減が主要因でございまして、あとは今年度は退職報償金が

その年では無いということで、１，０００万円余の減少。まちづくり交付金事業の

関係で、詰所で６，０４０万円ほどの増という状況であります。  

 款１０、教育費。項１、教育総務費でございますが、７，７６３万７，０００円

と、３億５，９５５万円の減でございますが、これは中学校建設事業が終了したこ

とによるものでございます。  

 項２、小学校費でございますが、８，３４２万９，０００円と、２，５９３万

８，０００円の減少になってございますが、共同調理場ができた関係で、昨年度は

小学校の給食棟の改修工事で２，３５０万円の減少がございます。  

 ３の中学校費でございますが、８，９４９万６，０００円で、２，８９７万円の

増という状況が見込まれてございますが、これは中学校前の道路整備に併せまして

外構工事１，８９０万円の増、それから教師用の教科書、教科書の改訂に伴う指導

書の関係で４８１万８，０００円等が増額になっているのが主要因であります。  

 社会教育費でございます。１億２，９０７万５，０００円でございます。こちら

につきましては、ほぼ昨年並という状況でございます。  

 ５の保健体育費でございます。４，８１８万３，０００円でございます。こちら

につきましては、３５０万円ほどの減少でございますが、これにつきましては給水

設備改修工事が昨年度からなくなっているということで、３１８万２，０００円の

減が主なものかと思います。  

 次に、６の学校給食費でございますが、６，７１４万４，０００円ということで

ございますが、こちらにつきましては昨年度当初計上漏れがございました５６０万

円の米飯加工手数料を計上いたしまして、一般人事管理経費の方で５４０万円ほど

減少しておりますので、昨年との比較は小さいものになってございます。  



４３ 

 １１の災害復旧費でございます。農林水産業施設災害復旧費として１８８万

５，０００円。公共土木施設災害復旧費として１０２万８，０００円。昨年と同様

の計上でございます。  

 １２の公債費でございますが、７億３，３９８万９，０００円ということで、こ

ちらにつきましては、元利の方がそれぞれ備考欄のように減少しまして、１億

８，１５４万１，０００円の減でございます。  

 １４の予備費でございますが、本年度は４，００５万円という計上でございます。 

 歳出合計で５７億２，３３１万１，０００円という状況でございます。  

 款項の区分ごとの説明は以上でございます。  

 あちこちまた飛んで申しわけございません。予算書の８ページをお開きいただき

たいと思います。地方債のご説明をさせていただきます。  

 起債の目的と限度額につきましては、公共事業等で５億７，４４０万円、施設整

備事業ということで一般財源化分ということで１７０万円、臨時財政対策債という

ことで２億５，４００万円で、合計で８億３，０１０万円の予定でございます。  

 起債の方法につきましては、いずれも証書借入又は証券発行。  

 利率につきましては年４％以内。  

 償還の方法につきましては、政府資金については、その融資条件により、銀行そ

の他の場合には、その債権者と協定するものとするという状況でございます。  

 雑駁に説明させていただきました。一般会計の予算案につきましては、説明は以

上です。ご審議のうえ、お認めいただきますよう、よろしくお願いいたします。  

〇議長（内堀恵人君）  以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより、議案に対する質疑に入ります。  

 質疑のある方は挙手を願います。  

 市村千恵子議員。  

（１０番 市村千恵子君 登壇） 

〇１０番（市村千恵子君）  １０番、市村千恵子です。  

 それでは、３点ほど質問させていただきます。  

 予算書の中の７７ページなんですけれども、環境衛生費の中の、説明の方でいけ

ば１３００１の、放射線量測定委託料３７万８，０００円と計上されているわけで

すけれども、この測定回数と測定場所とをお聞きしたいと思います。  
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 ２点目ですが、８６ページになります。款６、農林水産業費の目３の農業振興費

の中の、説明でいくと１５００１の鳥獣被害防止柵設置工事６３１万１，０００円

が計上されたわけですが、町長の招集あいさつにもあったように、豊昇の宮平とい

う話はありましたけれども、その内容、工事の内容について、どのくらいの規模の

その防護柵なのか、ちょっとお願いしたいと思います。  

 続いて、９１ページの森林整備事業費の中でありますけれども、説明の方で

１５００１の森林公園建設工事１，０５０万円が計上されているわけですが、この

工事内容についてお願いしたいと思います。  

〇議長（内堀恵人君）  尾台町民課長。  

（町民課長 尾台清注君 登壇） 

〇町民課長（尾台清注君）  お答えいたします。  

 ７７ページの放射線測定委託料３７万８，０００円でございますけれども、ここ

につきましては、現在測定を行っております３０カ所分の６回分を予定してござい

ます。以上でございます。  

〇議長（内堀恵人君）  清水産業経済課長。  

（産業経済課長 清水成信君  登壇） 

〇産業経済課長（清水成信君）  それでは２点目の８６ページですか、鳥獣被害防止柵設

置工事６３１万１，０００円の関係です。  

 この関係につきましては、有害鳥獣被害が年々増加しているという状況があり、

町の猟友会には、駆除に多大なご協力をいただいているところであります。逆に、

狩猟者の登録者数が年々減少していると、こういった状況もございます。  

 こんな中で、農作物の被害を防止するための新規の事業として、これは東日本大

震災に関連した農業生産対策交付金制度というものがございまして、そちらが利用

できるということで、２分の１の国庫補助を得た中で、鳥獣被害防止柵設置工事を

行うものでございます。 

 場所は、先ほど招集のあいさつで町長も申し上げましたけれども、豊昇宮平地区

でありまして、受益面積で６．４ヘクタール、対象となる作物はレタス、ソバ、水

稲等でありまして、受益戸数が４１戸ほどございます。  

 この宮平地区を、高台になっていますので、その地区を囲むような形で、方向的

には東側と南側に、高さ２メートルほどの延長１，４００メートルほどの金網の
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フェンスを設置するという予定であります。それらを設置した中で、有害鳥獣であ

りますところの特に多いニホンジカ、あるいはイノシシ等の侵入を防止する工事と

いうことで予定しているものでございます。  

 それから続いて９１ページ、森林整備事業費のまちづくり交付金事業、森林公園

建設工事の１，０５０万円の内容ということでございます。  

 こちらも、議員の皆さまご存じのように、森林整備事業費、まちづくり交付金事

業の中で真楽寺の隣のところの森林公園の整備を進めてきたところであります。最

後の仕上げという形になろうかと思いますけれども、２４年度の事業について、森

林内の遊歩道周辺の植栽を中心に、サンラインのところからの進入路、それから駐

車場周辺並びにその公園内、園内の中に植栽工事を行うというものであります。  

 植栽の樹種については、シャクナゲ、サルスベリ、あるいはヤマボウシ、オオヤ

マザクラなど、１０種類ほど４００株程度の植栽、それから芝張りを予定している

ところであります。なお、この樹種４００株ほどの中には、シャクナゲですとかサ

ラサドウダンツツジなど、２００数十本については、寄附をいただけるということ

になっております。それらを植栽をしていくということでございます。  

 それから、この樹種の植栽の後には、ヤマユリの球根を入れて、それぞれヤマユ

リも時季には咲くような形での計画で進めております。  

 以上が内容であります。よろしくお願いいたします。  

〇議長（内堀恵人君）  市村千恵子議員。  

〇１０番（市村千恵子君）  はい、終わります。  

〇議長（内堀恵人君）  ほかに質疑のある方は挙手を願います。  

 野元議員。  

（１番 野元三夫君 登壇） 

〇１番（野元三夫君）  議席番号１番、野元です。  

 ４点ほどお伺いしたいのですが、予算書４５ページ、企画費の中に、タクシー借

り上げ料７２３万３，０００円というのがあるのですが、こちらは昨年の８月より

７０歳以上ということで、年齢が引き下げられたのですが、２３年度利用者実績と、

それから２４年度の利用見込み、これをまず１点、お伺いしたいと思います。  

 それから、次に、５４ページ、障害者福祉関係事業経費の作業所運営委託料５００

万円。こちらは先日の作業所の委託料だと思うのですが、進行状況はどのようになっ
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ているのか、これをお願いします。  

 それから、７３ページ、衛生費の佐久広域連合佐久医療センター整備負担金。こ

れが４，４４６万１，０００円計上されているんですが、こちらの予算は単年度支

出なのか、それとも複数年度にわたるものなのか、これをお答えください。  

 それからもう１点、７４ページ。こちらの中で予防費ということで９７４万

８，０００円、これが減額という形になっているのですが、町の方針として住みや

すい健康である町ということで、健康管理や病気の早期発見、早期治療が、医療費

の高騰を招かないとおっしゃられたんですが、その減額の理由、これをちょっとお

答え願いたいと思います。  

 以上、４点お願いします。  

〇議長（内堀恵人君）  土屋企画財政課長。  

〇企画財政課長（土屋和明君）  それではご質問の１点目の、タクシーの関係でございま

す。 

 ２３年度はまだ年度中途でございますので、ここまでの実績でまとめた状況をご

説明いたします。  

 ２月末までの購入者数は、２６８名。これは実数でございます。うち、７０歳か

ら範囲を広げた方々ですけれども、７０歳から７４歳までの方々は２２名でござい

ます。 

 ２月末までの販売枚数は、５，７５２枚。お一方、２１枚平均でございます。  

 それと、利用実績については、まだ２月は上がってきておりませんので、１月末

までの利用実績でございますが、利用件数が３，９６３枚。お一方平均１５枚をご

利用です。実際には、購入いただいておりますが１３名の方は使われていないとい

う状況がございます。  

 １月末までの支出額で５３９万２，８４０円、１枚平均の利用額が１，３６１円

ということで、実質的には町の持ち出しは３０１万５，０４０円。１枚当たりの補

助として支出する金額は７６１円という状況でございます。  

 また、２４年度の利用見込みにつきましては、２２年度実績を基礎として算出を

してございまして、利用者見込みといたしましては、２８６名の方が利用されると

いう見込みをしてございます。７５歳以上の方が２２８名、これは７５歳以上人口

の１３．５％の数値でございます。７０歳から７４歳の方については、５８名を見
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込みまして、こちらはまだまだ運転をなさる方が多いというような状況の中で、そ

の人口の８％をとして推計してございます。  

 それで利用件数見込みとしては、５，４３４枚を見込んでございまして、これは

２２年度の平均利用枚数１９枚に、利用見込者の人数を掛けてございます。  

 支出見込額につきましては、２２年度の平均利用額１，３３１円を５，４３４枚

で掛けまして、７２３万２，６５４円という状況でございます。  

 それで実質助成見込額といたしましては、１枚平均７３１円で、町の持ち出しと

してなりますのは、３９７万２，０００円ほどを予定してございます。  

 ２３年度の実績と２４年度の利用見込み等につきましては以上でございます。  

〇議長（内堀恵人君）  小山保健福祉課長。  

（保健福祉課長 小山岳夫君  登壇） 

〇保健福祉課長（小山岳夫君）  それでは、まず、５４ページの関係になります。  

 作業所運営管理委託料５００万円の、今進捗状況ですね、指定管理の進捗状況に

ついて、お答えをいたします。  

 本年１月１７日の臨時会で、社会福祉協議会への指定について議決をいただきま

した。その後、ただちにということで、１月２５日、１週間後に町と社会福祉協議

会合同で、利用者保護者の説明会を行い、指定管理者である社会福祉協議会の紹介

と運営方針についてご説明し、ご理解をいただいたところでございます。  

 ２月の下旬からは、利用者保護者の皆さまに協力していただきまして、４月から

新たに障害者自立支援給付事業であります就労支援継続Ｂ型あるいは生活介護事

業の区分認定調査を行い、３月上旬からは本人ご家族の意思を反映した戸別支援計

画、これを重点に置いております。この戸別支援計画を作成するため、それぞれの

ご利用者の方あるいはご家族の方と懇談をさせていただくために、訪問調査を行う

ということになっております。  

 社会福祉協議会ですけれども、今まで町直営で実現できなかった障害者施設で専

門知識を収得したサービス管理者の設置、それから精神保健に精通した看護師を配

置するほか、今まで４人指導態勢でございましたが、６人以上という形で手厚い指

導態勢を敷いていただくというようなことを協議しているところでございます。  

 それからまた、環境変化による利用者への影響、こういったところをできるだけ

少なくしていきたいという配慮から、３月から社会福祉協議会の職員、作業所に配
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置していただいております。指定管理態勢へスムーズに移行できるように努力して

いるところでございます。  

 それから２点目についてお答えをいたします。  

 ７３ページの佐久広域連合医療センター整備負担金、この内容でございます。  

 佐久広域連合佐久医療センター整備に係る財政支援につきましては、総額で４０

億円が予定されているところでございます。佐久地域での財政支援額に対し、地元

佐久市は５０％、佐久広域連合５０％の割合で負担していくことになるということ

でございます。佐久広域連合の５０％、２０億円につきましては、人口により負担

割合が計算され、当町は総額で１億４，８２０万３，０００円の支援額となってお

ります。このため、平成２４年度は３０％の４，４４６万１，０００円、平成２５

年度は７０％の１億３７４万２，０００円、この支援を行うということで、複年で

支援を行うということになっているわけでございます。  

 それから３番目でございます。７４ページの予防費。９７４万８，０００円の減

額、この理由でございます。  

 減額の主な内容につきましては、予防接種の医師委託料でございます。子宮頸が

ん予防ワクチンの接種、これを平成２３年度から開始いたしました。２３年度は初

年度ということもありまして、中学１年生から高校１年生、４年分にわたる女子の

２８０人を対象に、一遍に実施したという状況でございました。平成２４年度は、

これらのまとめて実施した年齢層が一挙に抜けまして、ほぼ新中学１年生の女子

８０人が対象として絞り込まれるという状況でございます。  

 接種対象者の大幅な減少が、予算額の減少につながったというものでございま

す。わかりやすく説明いたしますと、子宮頸がんワクチンの１回の接種単価は、

１万５，９３９円、約１万６，０００円と、非常に高額でございます。これを３回

やらなければならないということで、掛けますと、４万７，８１７円ということに

なります。対象者が２００人減っております。２００人減れば９５６万３，４００

円という、大幅な減額につながるということで、決して予防費を削ったというわけ

ではなくて、対象者が減ったということでの減額でございます。以上でございます。 

〇議長（内堀恵人君）  野元議員。  

〇１番（野元三夫君）  理解できました。終わります。  

〇議長（内堀恵人君）  ほかに質疑のある方は挙手を願います。  
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 池田議員。  

（５番 池田健一郎君  登壇） 

〇５番（池田健一郎君）  議席番号５番、池田です。  

 事前に質問のあれを出していないので、数字的なものはちょっとわからないとこ

ろはそれぞれの委員会のところでお答えいただければと思います。  

 まず第一に、この予算で一番目を引いたのは、４４ページの１８００３、公用車

の購入です。これは、現在使われている車は非常にもう古くて、ガタがきている

と。我々も利用させていただいて、それは痛感します。ただ、現在の端的なこの経

済状況の中で、一般の皆さんが我々使う車を新しく導入するということ、購入する

ということに果たして理解を得られるかどうか、こんなところも考えながら、費用

対効果をちょっと計算していただいて、委員会の方で報告していただければと思い

ます。 

 それから４３ページの、先ほども話がありました２５００１の役場庁舎の整備基

金ですね、基金の積立て、これ２０万円ということで載っかっていますけれども、

当然、その大きな数字を将来的にも見込んでおられると思うんですけれども、目標

的にはどのくらいの額を積み立てていこうとするのか、こんな点、もしここで説明

していただければと思います。  

 それからあと、委員会の方で質問しますので、関係しないところで、７３ページ、

１９００２新エネルギー導入の奨励金、これについて、どんな内容なのか、説明を

いただければと思います。  

 それから８１ページ、１３００１井戸沢の最終処分場の濾過施設の部品交換で

しょうか、期間ですね、交換周期といいますか、何年に一度なのか、こんなふうな

ことはどういう形でやっておられるのか、説明をいただきたいと思います。  

 それから８２ページ、１９００２豊昇地区の廃棄物処理事業の、これは町の方で

対応する最後の事業になると思うんですけれども、これが今見ますと、ごみは綺麗

に片づけられて、建物とあれだけが残っているだけですけれども、今後、この計画

が、どんなふうに進めようとされているのか、お聞きしたいと思います。  

 それから８６ページ、新規農業者支援金として今回新しく事業の予算化がされて

いますけれども、具体的にどんな事業を計画しているのか、お聞かせください。  

 いろいろお願いしましたけれども、これは私ども総務の関係外のところが多いの



５０ 

で、ひとつよろしくお願いします。  

〇議長（内堀恵人君）  土屋企画財政課長。  

〇企画財政課長（土屋和明君）  それでは４３ページの役場庁舎整備基金積立金の２０万

円についてでございますが、これはあくまで平成２３年度予算、この後補正予算の

説明をさせていただきますけれども、こちらで既に６億円を積み立てる計画をして

ございます。それの利子分をここに計上をしたことでございまして、そういったこ

とで、また、１年間やっていくうえで、状況が許せば積み増しも考えてまいりたい

と、こんなふうな状況でございます。  

 それから、基金の目標額というお話でございますが、まだ現在のところは改築に

よるのか新築によるのか、方向性が定かになってございません。その整備手法に

よって、上限は変わってこようということで、とりあえず改修にしても大規模なも

のになるという状況のことを考えまして、現在のところ６億円を計上させていただ

いているというような状況でございます。よろしくお願いいたします。  

〇議長（内堀恵人君）  尾台町民課長。 

〇町民課長（尾台清注君）  まず最初に、７８ページの新エネのことでございますけれど

も、新エネルギーの導入奨励金につきましては、予定としますれば、太陽光の件数

を７５件、クリーンエネルギー自動車を１５件、その他自然エネルギーということ

で４件を予定して、今回９２０万円の予算を計上させていただいてございます。  

 次に、８１ページの井戸沢の最終処分場の濾過器のことでございますけれども、

これは平成１７年に設置してございますが、まだ一度もしてございませんので、今

回初めて行うこととなってございます。  

 それともう１点、８２ページの豊昇の計画ということでございますけれども、今

回もまた県の元気づくり支援金事業を受けながら、事業を進めていくわけですけれ

ども、今現在あります建屋を取り壊しまして、あそこのところに公園をつくり上げ

ていくということで、豊昇の区民の皆さまともご相談しながら、進めていきたいと

いうことでございます。以上です。  

〇議長（内堀恵人君）  清水産業経済課長。  

〇産業経済課長（清水成信君）  新規就農者への総合支援事業の内容はということでござ

います。  

 これは今年、２４年度で新たに新規就農者、１名予定しているわけですけれども、
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就農直後の所得をある程度確保するための助成というような形で、１名分というこ

とで、１５０万円計上させていただいたところです。以上です。  

〇議長（内堀恵人君）  総務課長。  

〇総務課長（荻原眞一君）  それでは、一番最初にご質問いただいた、マイクロバスの関

係でありますけれども、委員会の方で報告してくれというようなお話もございまし

たけど、ここで私の方からひと言だけ申し添えさせていただきますと、マイクロバ

ス、大分古くなっております。長距離運転等にはもう大分その安全性等もいろいろ

問題を来す可能性があるということで、２０年来使ったバスをここで買い換えると

いうものでありまして、今後においても、今のバスと同様に２０年というような、

そういった長い年月、使用に耐え得るものということで考えております。それと、

利用者、議員の皆さん、職員が使用するということもありますけれども、圧倒的な

利用者につきましては、住民の皆さんであります。また学校の子どもたち、そう

いったことを考えますと、その住民の皆さんの安全性だとか、その長距離で移動す

る場合がありますので、今のバスは路線バス仕様なんですが、できれば観光バス仕

様の、少しでも幅がちょっと広くなったような、快適に長い期間利用していただく

うえで、今回安全性も考えまして買い換えを行いたいということなので、そのよう

に池田議員もご理解のほど、よろしくお願いしたいと思います。以上です。  

〇議長（内堀恵人君）  委員会の方での質問等については、委員会の方で質問するように

お願いします。  

 池田議員。  

〇５番（池田健一郎君）  以上で終わります。 

〇議長（内堀恵人君）  ほかに質疑はございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。  

 昼食のため、休憩いたします。  

 午後は１時３０分より再開いたします。  

（午後０時２６分）  

（休  憩） 

（午後１時３０分）  



５２ 

〇議長（内堀恵人君）  休憩前に引き続き、本会議を再開いたします。  

 

－－－日程第２６  議案第２４号 平成２４年度御代田町御代田財産区  

                      特別会計予算案について－－－  

〇議長（内堀恵人君）  日程第２６  議案第２４号  平成２４年度御代田町御代田財産区

特別会計予算案についてを議題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 土屋和明企画財政課長。  

（企画財政課長 土屋和明君  登壇） 

〇企画財政課長（土屋和明君）  議案書の５８ページをお願いいたします。  

 議案第２４号 平成２４年度御代田町御代田財産区特別会計予算案について、ご

説明をいたします。  

 予算書の１ページをお願いいたします。  

 平成２４年度御代田町の御代田財産区特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入、歳出、それぞれ１，９９２万９，０００

円と定める。  

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表  歳入歳出予

算による。  

 ２ページをお願いいたします。  

 歳入でございます。 

 １、財産収入。項１、財産運用収入。７４２万６，０００円の計上でございます。

これは、土地貸付料、それから預金利子等でございます。  

 財産売払収入は１，０００円で、項目取りでございます。  

 款２、繰入金。項１、基金繰入金。１，２５０万円。前年比７００万円の増でご

ざいますが、中学校への楽器整備のための取り崩しでございます。  

 款３、項１、繰越金。１，０００円。  

 款４、諸収入。項１、雑入。１，０００円。  

 歳入合計が１，９９２万９，０００円でございます。  

 ３ページをお願いいたします。  
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 歳出でございます。 

 款１、総務費。項１、総務管理費。１，９７５万円の計上でございまして、財産

区有地の管理や下刈りの委託料、従来の委託料のほか小中学校補助金ということ

で、７００万円を一般会計へ繰り出す予定でございます。  

 款２、項１、予備費でございますが、１７万９，０００円。  

 歳出合計が１，９９２万９，０００円とするものでございます。  

 説明は以上でございます。ご審議のうえ、お認めいただきますようお願いいたし

ます。 

〇議長（内堀恵人君）  以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより、議案に対する質疑に入ります。  

 質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。  

 

－－－日程第２７  議案第２５号 平成２４年度御代田町小沼地区財産管理  

                      特別会計予算案について－－－  

〇議長（内堀恵人君）  日程第２７  議案第２５号  平成２４年度御代田町小沼地区財産

管理特別会計予算案についてを議題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 土屋和明企画財政課長。  

（企画財政課長 土屋和明君  登壇） 

〇企画財政課長（土屋和明君）  議案書の５９ページをお願いいたします。  

 議案第２５号  平成２４年度御代田町小沼地区財産管理特別会計予算案につい

てご説明をいたします。 

 予算書の１ページをお願いいたします。  

 平成２４年度御代田町の小沼地区財産管理特別会計の予算は、次に定めるところ

による。  

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入、歳出、それぞれ３５５万１，０００円と

定める。  
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 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表  歳入歳出予

算による。  

 ２ページをお願いいたします。歳入でございます。  

 款１、財産収入。項１、財産運用収入。４万８，０００円の計上でございます。

１７万円の減につきましては、基金が２年定期となるため、本年度の利払いが無い

ことによるものでございます。  

 款２、繰入金。項１、基金繰入金。３５０万円。昨年と同額でございます。  

 款３、繰越金。項１、繰越金。１，０００円。  

 款４、諸収入。項１、雑入。１，０００円。  

 歳入合計が３５５万１，０００円でございます。  

 ３ページをお願いいたします。歳出でございます。  

 款１、総務費。項１、総務管理費。３３７万８，０００円の上程でございます。

こちらは委員報酬管理委託料等でございます。 

 款２、項１、予備費。１７万３，０００円の計上でございます。  

 歳出合計が３５５万１，０００円とするものでございます。  

 説明は以上でございます。ご審議のうえお認めをいただきますよう、お願いいた

します。  

〇議長（内堀恵人君）  以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより、議案に対する質疑に入ります。  

 質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。  

 

－－－日程第２８  議案第２６号 平成２４年度御代田町国民健康保険事業勘定 

                      特別会計予算案について－－－  

〇議長（内堀恵人君）  日程第２８  議案第２６号  平成２４年度御代田町国民健康保険

事業勘定特別会計予算案についてを議題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 小山岳夫保健福祉課長。  
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（保健福祉課長 小山岳夫君  登壇） 

〇保健福祉課長（小山岳夫君）  議案書６０ページをお願いいたします。  

 議案第２６号  平成２４年度御代田町国民健康保険事業勘定特別会計予算案に

ついて、ご説明いたします。  

 地方自治法第２１１条第１項の規定により、平成２４年度御代田町国民健康保険

事業勘定特別会計予算を、別冊のとおり提出する。  

 ということでございまして、概要を申し上げます。  

 課税所得の増加に伴いまして、国保税収入は増収見込み、また医療費が増えるこ

とに伴いまして、国庫負担金、県支出金ともに増加見込みということでございます。

これに対しまして、今まで遡及適用に伴いまして増収を続けておりました退職療養

給付費交付金、支払基金からのものになりますが、これにつきましては、その遡及

適用が大体その作業が終了したということで、伸びは止まっているという状況、及

び前期高齢者交付金の減収によりまして、全体では約２，０００万円程度の歳入不

足という状況になっております。この不足を基金の取り崩し、昨年よりも１，０００

万円多く見込み、また、繰越金も９００万円増やして補てんしているという状況で

ございます。  

 予算書の１ページをお願いいたします。  

 平成２４年度御代田町の国民健康保険事業勘定特別会計の予算は、次に定めると

ころによる。  

 第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入、歳出、それぞれ１５億２，５６７万

９，０００円と定める。  

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表 歳入歳出予

算による。  

 第２条  地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最

高額は、３，０００万円と定める。  

 第３条  地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の

経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりとする。  

 （１）保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款

内で、これらの経費の各項間の流用。  

 ２ページをお願いいたします。歳入。  
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 款１、国民健康保険税でございますが、先ほどの理由によりまして、２，１００

万円ほどの増収となっております。 

 款２、使用料及び手数料。催促手数料でございますが、これは昨年と同額２０万

円の計上でございます。 

 款３、国庫支出金。項１、国庫負担金。療養給付費負担金等でございますが、こ

ちらにつきましては、５，２６８万４，０００円の増ということで、３億１，６９

２万４，０００円の計上でございます。  

 ２ 国庫補助金。調整交付金等でございますが、こちらは昨年並、７，９５５万

６，０００円の計上となっております。  

 款４、県支出金。項１、県負担金。高額共同事業等負担金でございますが、こち

らにつきましては、１，１４９万３，０００円。昨年よりも２２６万２，０００円

の増額の計上となっております。  

 項２、県補助金。県財政調整交付金等でございますけれども、こちら本年度

７，５２１万１，０００円、前年比で４４３万１，０００円の増額の計上となって

おります。  

 款５、療養給付費交付金。こちらが退職者の医療給付費分でございます。本年度

予算額が９，０５７万７，０００円でございます。前年に比べまして１，４１９万

２，０００円の減収となっているという状況でございます。  

 款６、前期高齢者交付金でございますが、こちらにつきましては、本年度予算額

に２億４，７２６万８，０００円ということで、前年比で３，６９７万６，０００

円の減収見込みという状況でございます。  

 それから款７、共同事業交付金でございますが、こちらにつきましては、１億

７，３１５万２，０００円、前年比で８１６万４，０００円の増額計上となってお

ります。  

 款８、財産収入。こちらにつきましては、基金利子の積立てでございます。  

 款９、繰入金。項１の他会計繰入金でございますが、一般会計の繰入金として

１，０３０万円少ない予算計上となっております。  

 ３ページをお願いいたします。  

 基金繰入金でございますが、３，０００万円計上いたしまして、前年よりも

１，０００万円多い計上となっております。  
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 款１０の繰越金でございますが、４，０００万円ということで、こちらも９００

万円前年よりも多い計上となっております。  

 款１１の諸収入でございます。項１、延滞金、加算金及び過料でございますけれ

ども、こちらは前年と同額の１００万１，０００円の計上でございます。  

 それから項２、受託事業収入。こちらは特定健診の個人負担金でございますが

４８万円の計上でございます。  

 項３、雑入。第三者納付金等でございますが、こちらも前年と同額、１２０万

２，０００円の計上ということで、歳入合計、１５億２，５６７万９，０００円で

ございます。前年比で４，６０３万７，０００円増額となっております。  

 ４ページの歳出をお願いいたします。  

 款１、総務費でございます。項１、総務管理費につきましては、消耗品、印刷製

本費等でございますが、こちらは前年並、４０２万３，０００円の計上でございま

す。 

 項２、徴税費。電算委託料等が主になっておりますが、３９３万円の計上で、こ

ちらも前年並でございます。  

 項３、運営協議会費。委員報酬が主になっておりまして、１２万２，０００円の

計上でございます。  

 款２、保険給付費でございます。項１、療養諸費につきましては、８億７，９３６

万９，０００円ということで、前年比で５，９４９万６，０００円の計上でござい

ます。 

 それから、項２、高額療養費。こちらは１億１６７万円でございまして、４２８

万円減額した計上となっております。  

 項３、出産育児一時金。こちらにつきましては、２０件分の給付を見込みまして、

８４０万５，０００円の計上、前年比で２０１万１，０００円の減額となっており

ます。 

 項４、葬祭費。こちらも２０名分見させていただきまして、６０万円、前年と同

額の計上でございます。 

 款３、後期高齢者支援金等でございますが、２億７７０万１，０００円。前年比

で１１３万６，０００円の増額計上でございます。  

 款４、前期高齢者納付金等でございますが、４４万６，０００円ということで、
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こちらは前年並でございます。  

 款５、老人保健拠出金でございますが、こちら１０１万円ということで、こちら

も前年並の計上でございます。  

 それから款６、介護納付金でございますけれども、こちらは９，５４４万７，０００

円ということで、前年比で３２６万６，０００円の増額計上でございます。 

 款７、共同事業拠出金でございますが、１億７，３１４万８，０００円というこ

とで、前年比で８１６万円の増額計上でございます。  

 款８、保健事業費でございます。こちらは２，４１３万３，０００円ということ

で、前年比で２１９万円の増額計上でございます。  

 項１、特定健診の事業費でございますが、こちらは前年並で１，０６３万６，０００

円。 

 それから項２、保健事業費につきましては、レセプト点検及び人間ドック補助金

等が含まれてございますが、１，３４９万７，０００円ということで、約２００万

円ほどの増額計上でございます。  

 款９、積立金。こちらは預金利子でございます。  

 款１０、諸支出金でございますが、償還金及び還付金、加算金ということで、

１７５万円の計上でございます。前年に比べまして１，４００万円減っておりま

す。遡及適用に伴います療養給付費の返還が今年度の３月で終わるということで、

本年度予算額については大幅に少なくなっているという状況でございます。  

 款１１、予備費につきましては、２，３７７万５，０００円の計上でございます。  

 歳出合計、１５億２，５６７万９，０００円でございます。  

 以上で説明を終わらせていただきます。ご審議のうえ、お認めいただきますよう

お願いをいたします。  

〇議長（内堀恵人君）  以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより、議案に対する質疑に入ります。  

 質疑のある方は挙手を願います。  

 野元議員。  

（１番 野元三夫君 登壇） 

〇１番（野元三夫君）  議席番号１番、野元です。  

 歳入の方で、国民健康保険税、今の課長からの説明があったんですが、２，１１７
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万９，０００円アップ、それから今はまだちょっと説明を受けていないのですが、

２３年度の補正予算でも同じ項目ということで、２，３００万円ほど歳入アップと

いう補正予算が出ているんですが、こちらの、もう少し詳しい説明を受けたいので

すが、その中で特に加入者の年代別構成、それと加入者の所得階層別の人数という

のをちょっと教えていただければありがたいです。  

〇議長（内堀恵人君）  小山保健福祉課長。  

〇保健福祉課長（小山岳夫君）  お答えをいたします。  

 ご指摘のとおり、平成２４年度当初予算、それから平成２３年度の補正予算につ

きまして、国保税につきましては、前年度より、それからこれまでよりも予算額が

増加しております。その理由として、課税所得の増加が挙げられます。逆に、項目

としては、潜ってしまっておりまして、わかりづらいところもございます。予算書

の２ページの一番下の行、他会計繰入金の一般会計繰入金が１，０３０万円減額し

ております。この主な要因ですけれども、保険基盤安定繰入金と申しまして、これ

が課税所得の増加に伴いまして、国保税の軽減対象者の穴埋めのための予算なんで

すね。これが前年度に比較して減少していたため、減額となっているという状況で

ございます。こういうバランスで見てまいりますと、やはり課税所得が増加して、

国保税については増収、それから基盤安定の繰入金については少なくなってくると

いう状況がございます。 

 加入者については、微増という程度で、年代別構成に前年と比較して、これまで

と比較して大きな変化は認められません。  

 それから、加入者の所得別構成につきましては、２００万円未満の所得者が減少

しているという状況、それから７００万円以上の所得者が増加しているという状況

が見られます。これが課税所得の増加に反映されたものと考えられます。  

 平成２３年度補正においても同様でございます。逆に、後でまた説明いたします

けれども、保険料の軽減分を補てんするための繰入金、保険基盤安定繰入金につき

ましては、軽減対象者が減少したため、減額となっているという状況でございます。 

 国民健康保険、農業所得の方が多いと思います。その農業所得については、その

年によって非常に変動があるということで、今回につきましては、予期できない、

言い換えれば、うれしい誤算による税収の伸びとなったものでありまして、加入者

の見込み違い等基礎的な算定ミスによる増額補正ではございません。以上でござい
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ます。 

〇議長（内堀恵人君）  野元議員。  

〇１番（野元三夫君）  今、２００万円未満の所得階層が減で、７００万円以上の所得階

層が増という回答をいただいたんですが、サラリーマンの場合、６０歳から６４歳

までは退職者という形になっているので、こちらには算入はされていないんですよ

ね、国保には。  

〇議長（内堀恵人君）  小山保健福祉課長。  

〇保健福祉課長（小山岳夫君）  お答えいたします。  

 前期高齢者については、算入されておりません。  

〇議長（内堀恵人君）  野元議員。  

〇１番（野元三夫君）  そうすると、２０歳から６０歳までの方々が多いということで、

今年の国保会計も、なから黒字化で推移できるだろうということで、こういう予算

の組み立てができているかどうか、それだけお聞かせください。  

〇議長（内堀恵人君）  小山保健福祉課長。  

〇保健福祉課長（小山岳夫君）  お答えいたします。  

 ちょっとまだ、あと２カ月、療養給付費、大きな支払いを残しております。そう

いった中で、インフルエンザの影響等も出ておりますので、ちょっとはっきりした

形で黒字予算、黒字会計で決算できるかどうかという見通しについては、はっきり

しておりませんけれども、いずれにしましても、課税所得が上がってきて、国保税

収入が増収見込みであるという状況に関しましては、１つ明るい材料でございます。

ただ、それに対しまして、先ほど申し上げましたように、今まで増収を続けており

ました退職者医療の給付金、こちらの方がもはや頭打ちの状況になっているという

状況もございますので、今年度の国保の決算につきまして確実に黒字になるかとい

う見込みは今のところまだちょっと立っていないという状況でございます。以上で

ございます。  

〇議長（内堀恵人君）  野元議員。  

〇１番（野元三夫君）  はい、終わります。  

〇議長（内堀恵人君）  いいですか。  

 ほかに質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  
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 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 

－－－日程第２９  議案第２７号 平成２４年度御代田町介護保険事業勘定  

                      特別会計予算案について－－－  

〇議長（内堀恵人君）  日程第２９  議案第２７号  平成２４年度御代田町介護保険事業

勘定特別会計予算案についてを議題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 小山岳夫保健福祉課長。  

（保健福祉課長 小山岳夫君  登壇） 

〇保健福祉課長（小山岳夫君）  それでは、議案書の６１ページをお願いいたします。  

 議案第２７号  平成２４年度御代田町介護保険事業勘定特別会計予算案につい

てご説明いたします。  

 地方自治法第２１１条第１項の規定により、平成２４年度御代田町介護保険事業

勘定特別会計予算を、別冊のとおり提出する。  

 概要を申し上げます。 

 保険給付費が前年と比べまして１，５５７万６，０００円減っております。全体

の予算規模も縮小傾向でございます。要介護認定者、若干増えている状況でござい

ますが、介護予防事業、こちらにつきまして平成１８年から、それから介護給付適

正化事業、こちらが平成１６年から地道な取り組みを続けてまいりました。そちら

の成果が出てきたというところがございまして、給付費全体では減少見込みである

という状況でございます。  

 予算書の１ページをお願いいたします。  

 平成２４年度御代田町介護保険事業勘定特別会計の予算は、次に定めるところに

よる。 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入、歳出、それぞれ９億２，０６６万６，０００

円と定める。  

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表  歳入歳出予

算による。  

 第２条  地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最



６２ 

高額は、１億円と定める。  

 第３条  地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の

経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  

 （１）保険給付費の各項に計上した予算に過不足を生じた場合における同一款内

で、これらの経費の各項の間の流用。  

 ２ページをお願いいたします。歳入。  

 款１、保険料。介護保険料でございますが、被保険者の増加に伴いまして、本年

度予算額１億７，９６６万７，０００円ということで、１，７２９万４，０００円

ほどの増額計上となっております。  

 款２、分担金及び負担金。介護予防事業に係る利用者負担金でございますが、こ

ちらは前年と同額８６万５，０００円の計上でございます。  

 款３、使用料及び手数料。こちら催促手数料でございますけれども、２万１，０００

円。前年と同額でございます。  

 款４、国庫支出金。項１、国庫負担金。介護給付費国庫負担金等でございますけ

れども、こちらは先ほどから申し上げておりますように、給付費の減額見込みに伴

いまして、１億５，１５３万１，０００円ということで、前年よりも２６３万

１，０００円の減額計上となっております。  

 項１、国庫負担金。調整保護交付金等でございますが、こちらも６，１２４万

３，０００円。前年比で１４１万円の減額計上でございます。  

 款５、支払基金交付金でございますけれども、こちら２億５，８８６万８，０００

円、４６５万円の減額計上でございます。  

 款６、県支出金。項１、県負担金。介護給付費等、こちらも負担金でございます

けれども、１億２，５６１万１，０００円、２４１万１，０００円の減額計上でご

ざいます。  

 項２、県補助金。地域支援事業に対します補助金でございますが、４３５万

５，０００円でございます。  

 款７、財産収入でございます。項１、財産運用収入。基金利子でございますけれ

ども、３万４，０００円の計上でございます。  

 款８、繰入金。項１、他会計繰入金。介護給付費町負担分、一般管理費等でござ

いますけれども、１億３，２４５万８，０００円ということで、こちらも６２万
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７，０００円、前年よりも少ない計上でございます。  

 それから款９、繰越金でございます。３ページをお願いいたします。前年度繰越

金でございますが、本年度予算額は３００万円ということでございます。  

 款１０の諸収入。１、延滞金、加算金及び過料につきましては、１万円。  

 それから項２、サービス収入につきましては３００万円。  

 項３、雑入につきましては３，０００円の計上でございます。  

 歳入合計につきましては、９億２，０６６万６，０００円ということで、前年に

比べまして４０１万２，０００円少ない総額予算となっております。  

 続きまして４ページをお願いいたします。歳出でございます。  

 款１、総務費。電算等の委託料等でございます。本年度予算額が１，６５４万

４，０００円ということで、１７１万８，０００円少ない計上となっております。 

 それから款２、保険給付費でございますが、こちらは予防事業適正化事業の効果

が表れておりまして、８億５，２７４万５，０００円。前年よりも１，５５７万

６，０００円少ない計上となっております。  

 それから款３、地域支援事業費でございます。項１、介護予防事業費。要介護に

なる前の予防事業ということで実施している事業でございますが、今年度予算額、

１，１００万８，０００円ということで、前年並の計上でございます。  

 項２、包括的支援事業・任意事業費でございます。包括支援センターの職員３名

分の人件費が主となっております。２，０９５万５，０００円。前年並の計上でご

ざいます。  

 款４、基金積立金。こちらは利子収入で４万円の計上でございます。  

 款５、諸支出金。保険料、歳出還付費用でございますが、５万１，０００円の計

上となっております。  

 款６、生活介護支援サポーター養成事業費でございますが、６７万円で前年より

も５３万３，０００円減じております。  

 それから款７、ボランティアポイント事業費でございますが、新たな事業として

１８０万円を計上させていただいております。  

 款８、予備費でございますが１，６８５万３，０００円の計上でございます。  

 歳出合計、９億２，０６６万６，０００円ということでございます。  

 説明は以上でございます。よろしくご審議いただき、お認めいただきますようお
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願い申し上げます。 

〇議長（内堀恵人君）  以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより、議案に対する質疑に入ります。  

 質疑のある方は挙手を願います。  

 野元議員。  

（１番 野元三夫君 登壇） 

〇１番（野元三夫君）  議席番号１番、野元です。  

 歳出のところで、２点ほどお伺いしたいのですが、生活介護支援サポーター養成

事業費、こちらの方は介護予防が大切だということで、数年来やってきたわけなん

ですが、なぜ来年度、約半分減額になっているのか、その理由をまず１点お伺いし

たいのと、それからボランティアポイント事業というのは、これは新しい言葉なも

ので、ちょっとどういう事業なのか、説明を願います。  

〇議長（内堀恵人君）  小山保健福祉課長。  

〇保健福祉課長（小山岳夫君）  お答えをいたします。  

 生活介護支援サポーター養成事業、こちらは平成２１年度から開始いたしまして、

本年２３年度まで３年間取り組んできております。新たなサポーターを養成すると

ともに、これは地域で介護の仕事を身につけていただき、地域でサポートしていた

だく、こういった人材を養成するという目的で実施しております。こういった新た

なサポーターを養成するとともに、既にサポーターになった方に対しては、スキル

アップの機会を設けるという、二本立ての事業をこれまでは展開してまいりまし

た。３年間で７０名のサポーターが確保される見込みとなっております。  

 平成２４年度予算につきましては、まずこの７０名のサポーターをスキルアップ

するための講座を開催するための予算６７万円ということで、確保してございま

す。今後、このサポーター事業につきましては、３月には県の補助金の申請、４月

には補助金の決定が予定されております。どうにか通る見込みかなという状況には

なってきている状況でございます。県費の財源が確保できましたら、６月の補正予

算にて新たなサポーターを養成するための研修費等を計上する予定ですので、最終

的には、サポーター養成に係る総事業費は、２３年度と大きな差はなくなるだろう

というふうに考えております。  

 それからもう１つのご質問、ボランティアポイント事業についてですが、長野県
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が計画しております平成２４年度地域支え合い態勢づくりの事業の１つで、高齢者

支援を目的とするボランティア活動に対し、ボランティアを行った方にポイントを

付与し、ポイントに応じて還元することで、介護保険料の還元や社会参加、地域貢

献の促進を図ることを目的として、新たに創設されております。ポイントを還元す

る具体的な方法、これは現金給付と、それから商品券給付等いろいろな形がござい

ます。こういったことについて、具体的な実施方法について４月から半年間ほどか

けて検討したうえで、本事業を開始したいと考えております。長野県内で本事業の

実施実績は、今のところない。県外において今実施している市町村が少数あるとい

う状況でございます。以上でございます。  

〇議長（内堀恵人君）  野元議員。  

〇１番（野元三夫君）  はい、終わります。  

〇議長（内堀恵人君）  ほかに質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。  

 

－－－日程第３０  議案第２８号 平成２４年度御代田町後期高齢者医療  

                      特別会計予算案について－－－  

〇議長（内堀恵人君）  日程第３０  議案第２８号  平成２４年度御代田町後期高齢者医

療特別会計予算案についてを議題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 小山岳夫保健福祉課長。  

（保健福祉課長 小山岳夫君  登壇） 

〇保健福祉課長（小山岳夫君）  それでは、議案書の６２ページをお願いいたします。  

 議案第２８号  平成２４年度御代田町後期高齢者医療特別会計予算案について、

ご説明をいたします。  

 地方自治法第２１１条第１項の規定により、平成２４年度御代田町後期高齢者医

療特別会計予算を、別冊のとおり提出するということで、こちらもまた概要からお

話しいたします。  

 前年比で１，４２３万７，０００円の増額となっております。被保険者が増えて
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おります。この保険料収入の増加、それから保険料の軽減による一般会計繰入金の

増加が主な伸びの原因となっております。  

 予算書の１ページをお願いいたします。  

 平成２４年度御代田町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところに

よる。 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入、歳出、それぞれ１億１，０２１万３，０００

円と定める。  

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表  歳入歳出予

算による。  

 ということで、２ページをお願いいたします。歳入。  

 款１、後期高齢者医療保険料。先ほど申し上げましたように、被保険者数の増加

に伴いまして、本年度予算額７，７６２万１，０００円ということで、９４１万

３，０００円の増加となっております。  

 款２、使用料及び手数料。催促手数料でございますが、４万５，０００円の計上

でございます。  

 款３、繰入金。項１、一般会計繰入金。基盤安定、保険料軽減分の補てん分とい

うことで、３，１３６万３，０００円、前年よりも４８９万９，０００円の増加計

上でございます。  

 款４、繰越金。こちらにつきましては、予算計上のみさせていただいております。  

 款５、諸収入。項１、延滞金、加算金及び過料。５万円。  

 項２、償還金及び還付加算金。２，０００円。  

 項３、雑入。健診の広域連合補助金が入ってまいりますが、こちらが１１３万

１，０００円の計上ということでございます。  

 歳入合計が１億１，０２１万３，０００円ということで、前年比１，４２３万

７，０００円の増額計上でございます。  

 続いて３ページをお願いいたします。歳出でございます。  

 款１、総務費。項１、総務管理費。事務に必要な庶務的な経費でございまして、

１７３万１，０００円。１６万２，０００円の増加計上でございます。  

 項２、徴収費。特別徴収の通知書の封筒の印刷代等でございますが、４７万

２，０００円ということで、前年並の計上でございます。  
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 款２、後期高齢者医療広域連合納付金でございます。徴収した保険料を広域連合

に納めるというシステムになっておりますが、本年度は１億５５６万１，０００

円。１，４０９万４，０００円の増額でございます。  

 それから款３、保健事業費。項１、健診事業費。健診委託料で１２０万７，０００

円の計上をしております。  

 項２、保健事業費。人間ドックの補助金等でございますが、こちらは１００万

９，０００円の計上でございます。  

 款４、諸支出金。項１、償還金及び還付加算金１５万円の計上でございます。  

 款５、予備費として２，０００円を計上させていただいております。  

 歳出合計、１億１，０２１万３，０００円でございます。  

 説明は以上でございます。ご審議のほどをよろしくお願いしたいと思います。  

〇議長（内堀恵人君）  以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより、議案に対する質疑に入ります。  

 質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。  

 

－－－日程第３１  議案第２９号 平成２４年度御代田町住宅新築資金等  

                  貸付事業特別会計予算案について－－－  

〇議長（内堀恵人君）  日程第３１  議案第２９号  平成２４年度御代田町住宅新築資金

等貸付事業特別会計予算案についてを議題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 荻原 浩建設課長。  

（建設課長 荻原 浩君 登壇） 

〇建設課長（荻原  浩君） それでは議案書の６３ページをお願いいたします。  

 議案第２９号  平成２４年度御代田町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算案

について、別冊のとおり提出いたします。  

 次の予算書の１ページをご覧ください。  

 平成２４年度御代田町の住宅新築資金等貸付事業特別会計の予算は、次に定める



６８ 

ところによる。  

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入、歳出、それぞれ６８８万円と定める。  

 款項の区分及び当該区分ごとの金額につきましては、次の２ページをご覧くださ

い。 

 第１表 歳入歳出予算、歳入でございます。  

 款１、県支出金。項１、県補助金。本年度予算額２２万７，０００円でございま

す。こちらは事務費に対するおおむね４分の３の県費補助でございます。  

 款２、繰入金。項１、他会計繰入金。４９０万８，０００円。一般会計からの繰

入金でございます。  

 款３、繰越金。項１、繰越金。１，０００円は項目設定でございます。  

 款４、諸収入。項１、貸付金元利収入。１７４万３，０００円。現年で２６件、

滞繰で３６件の貸付金の元利収入でございます。  

 項２、延滞金、加算金及び過料につきましては、１，０００円の項目設定でござ

います。  

 歳入合計が６８８万円で、前年と比較いたしまして３７５万８，０００円の減で

ございます。  

 次の３ページをお願いいたします。歳出。  

 款１、土木費。項１、住宅費。３５万円でございます。消耗品、切手代、口振手

数料などの事務費でございます。  

 款２、公債費。項１、公債費。６５３万円。こちらにつきましては、町債の元利

償還金でございます。 

 歳出合計が６８８万円で、前年に比較しまして３７５万８，０００円の減でござ

います。  

 以上のとおり、ご審議をお願いいたします。  

〇議長（内堀恵人君）  以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより、議案に対する質疑に入ります。  

 質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。  
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－－－日程第３２  議案第３０号 平成２４年度御代田町簡易水道事業  

                      特別会計予算案について－－－  

 日程第３２  議案第３０号  平成２４年度御代田町簡易水道事業特別会計予算

案についてを議題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 荻原 浩建設課長。  

（建設課長 荻原 浩君 登壇） 

〇建設課長（荻原  浩君） 議案書の６４ページをお願いいたします。  

 議案第３０号 平成２４年度御代田町簡易水道事業特別会計予算案について、別

冊のとおり提出いたします。  

 次の予算書の１ページをご覧ください。  

 平成２４年度御代田町の御代田町簡易水道事業特別会計の予算は、次に定めると

ころによる。  

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入、歳出、それぞれ９，９７５万９，０００

円と定める。  

 款項の区分及び当該区分ごとの金額につきましては、次の２ページをご覧くださ

い。歳入。  

 款１、分担金及び負担金。項１、負担金。本年度予算額が３０４万７，０００円

でございます。こちらの負担金につきましては、支障管の切り回し工事の負担金並

びに新規加入金等が主なものでございます。  

 款２、使用料及び手数料。項１、使用料。７，４００万円でございます。平成２２

年度の調定実績額から近年の節水傾向を推計いたしまして、使用料を７，４００万

円といたしました。  

 項２、手数料。７４万４，０００円でございます。閉開栓の手数料及び督促状発

送の手数料等でございます。  

 款３、財産収入。項１、財産運用収入。２６万４，０００円でございます。こち

らは基金積立金の預金利子の分でございます。  

 款４、繰入金。項１、他会計繰入金。３１２万１，０００円。一般会計からの消

火栓管理料の繰入と小沼簡水分特別会計からの案分経費の繰入でございます。  



７０ 

 項２、基金繰入金。１，８５０万円。今年度、平成２４年度長坂受水槽の緊急警

報遠方監視システムの設置を予定しておりまして、そちらの工事費に充てるための

基金からの繰入れでございます。  

 款５、繰越金。項１、繰越金。１，０００円は項目設定でございます。  

 款６、諸収入。項１、延滞金、加算金及び過料。８万１，０００円。当年度の決

算見込みからの計上でございます。  

 項２、雑入。１，０００円につきましては、項目設定でございます。  

 歳入合計が９，９７５万９，０００円で、前年度と比較いたしまして１，５０５

万６，０００円の増でございます。  

 次の３ページをお願いいたします。歳出でございます。  

 款１、経営管理費。項１、総務費。本年度予算額が４，４４８万４，０００円で

ございます。浅麓水道からの受水費、町債の償還元利金等でございます。  

 項２、施設管理費。１，３０４万６，０００円。修繕費ですとか検針、水質検査

等の委託料でございます。  

 款２、建設改良費。項１、建設改良事業費。２，４１５万５，０００円。入で先

ほど申し上げましたとおり、今年度長坂受水槽の緊急警報遠方監視システムの設置

工事を予定しているものでございます。  

 款３、繰出金。項１、他会計繰出金。１，５９１万９，０００円。小沼簡易水道

特別会計への案分経費の部分でございます。  

 款４、諸支出金。項１、基金費。３０万円。基金の預金利息分は、積立義務がご

ざいまして、利息分の積立てでございます。  

 款５、予備費。項１、予備費。１８５万５，０００円。歳入歳出の調整によるも

のでございます。  

 歳出合計が９，９７５万９，０００円で、前年度と比較しまして１，５０５万

６，０００円の増となっております。  

 以上のとおりご審議をお願いいたします。  

〇議長（内堀恵人君）  以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより、議案に対する質疑に入ります。  

 質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  
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 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。  

 

－－－日程第３３  議案第３１号 平成２４年度御代田町小沼地区簡易水道事業  

                      特別会計予算案について－－－  

〇議長（内堀恵人君）  日程第３３  議案第３１号  平成２４年度御代田町小沼地区簡易

水道事業特別会計予算案についてを議題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 荻原 浩建設課長。  

（建設課長 荻原 浩君 登壇） 

〇建設課長（荻原  浩君） それでは、議案書の６５ページをお願いいたします。  

 議案第３１号  平成２４年度御代田町小沼地区簡易水道事業特別会計予算案に

ついて、別冊のとおり提出いたします。  

 次の予算書の１ページをご覧ください。  

 平成２４年度御代田町の小沼地区簡易水道事業特別会計の予算は、次に定めると

ころによる。  

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入、歳出、それぞれ１億１，６９５万６，０００

円と定める。  

 款項の区分及び当該区分ごとの金額につきましては、次の２ページをお願いいた

します。  

 歳入でございます。  

 款１、分担金及び負担金。項１、負担金。本年度予算額が５０９万５，０００円

でございます。こちらは支障管の切り回し工事の負担金及び新規加入金等でござい

ます。 

 款２、使用料及び手数料。項１、使用料。８，９７９万８，０００円。こちらも

平成２２年度の調定実績から、近年の節水傾向等を推計いたしました使用料でござ

います。  

 項２、手数料。９７万円。こちらが閉開栓手数料並びに督促手数料等でございま

す。 

 款３、財産収入。項１、財産運用収入。５９万３，０００円。こちらは積立基金
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の預金利子の部分でございます。  

 款４、繰入金。項１、他会計繰入金。１，７８４万７，０００円。一般会計から

の消火栓管理料分と、御代田簡水特別会計からの共通案分経費の繰入れでございま

す。 

 項２、基金繰入金。２５０万円。こちらは寺沢の配水池につきまして、遠方監視

システムを設置することを予定しております。この事業費に対する繰入れで２５０

万円でございます。  

 款５、繰越金。項１、繰越金。１，０００円は項目設定でございます。  

 款６、諸収入。項１、延滞金、加算金及び過料。１５万１，０００円でございま

す。 

 項２の雑入の１，０００円は項目設定でございます。  

 歳入合計が１億１，６９５万６，０００円で、前年比較で５８３万５，０００円

の増となっております。 

 次の３ページをお願いいたします。歳出でございます。  

 款１、経営管理費。項１、総務費。６，３８４万７，０００円。こちらは職員２

名分の給料ですとか臨時職員２名の賃金、あと事務費、町債の償還金などでござい

ます。 

 項２、施設管理費。２，３２０万４，０００円。修繕費、検針や水質検査の委託

料等でございます。  

 款２、建設改良費。項１、建設改良事業費。２，５４７万１，０００円。先ほど

入で申し上げましたとおり、寺沢配水池の遠方監視システムの設置工事を予定して

おります。  

 款３、繰出金。項１、他会計繰出金。１９６万８，０００円。御代田簡水特別会

計への案分経費の繰出しでございます。  

 款４、諸支出金。項１、基金費。６０万円でございます。こちらにつきましても、

基金預金利子の積立てでございます。  

 款５、予備費。項１、予備費。１８６万６，０００円につきましては、歳入歳出

の調整によるものでございます。  

 歳出合計が１億１，６９５万６，０００円で、前年と比較しまして５８３万

５，０００円の増となっております。  
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 以上のとおりご審議をお願いいたします。  

〇議長（内堀恵人君）  以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより、議案に対する質疑に入ります。  

 質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。  

 

－－－日程第３４  議案第３２号 平成２４年度御代田町公共下水道事業  

                      特別会計予算案について－－－  

〇議長（内堀恵人君）  日程第３４  議案第３２号  平成２４年度御代田町公共下水道事

業特別会計予算案についてを議題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 荻原 浩建設課長。  

（建設課長 荻原 浩君 登壇） 

〇建設課長（荻原  浩君） 議案書の６６ページをお願いいたします。  

 議案第３２号  平成２４年度御代田町公共下水道事業特別会計予算案について、

別冊のとおり提出いたします。  

 次の予算書の１ページをお願いいたします。  

 平成２４年度御代田町の公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところに

よる。 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入、歳出、それぞれ６億４，４５８万９，０００

円と定める。  

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表  歳入歳出予

算による。  

 第２条  地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債

の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、第２表  地方債によ

る。 

 次のページをお願いいたします。第１表  歳入歳出予算の歳入でございます。  

 款１、分担金及び負担金。項１、負担金。本年度予算額が２，０４２万円でござ
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います。受益者負担金及び特環の分担金でございます。  

 款２、使用料及び手数料。項１、使用料。２億６，１５２万円。平成２２年度の

調定実績額から推計しております。日平均流入量の実績が１日当たり２，８９６立

方というふうになっております。  

 項２の手数料。１７万３，０００円。こちらにつきましては、指定工事店等の申

請手数料でございます。 

 款３、国庫支出金。項１、国庫補助金。３４０万円。御代田浄化管理センターの

長寿命化計画策定業務を予定しておりまして、２分の１の国庫補助金でございます。 

 款４、繰入金。項１、他会計繰入金。一般会計より２億３，７２７万２，０００

円でございます。こちらの比較しまして、１，２９０万７，０００円ほど増加して

おりますが、まちづくり交付金事業によります上小田井雪窓線、中学校の南側の道

路でございますが、こちらの道路改良が来年度予定されておりまして、その管渠の

移設工事を一般会計の方から工事費分といたしまして１，７０５万円ほど繰り入れ

ていただく予定になっておりますので、その部分が前年と比較しまして増加してい

る部分でございます。  

 款５、繰越金。項１、繰越金。１００万円でございます。  

 款６、諸収入。項１、延滞金、加算金及び過料。本年度予算額が延滞金の増を見

込みまして８０万１，０００円となっております。  

 項２、雑入につきましては、３，０００円でございます。  

 款７、町債。項１、町債。１億２，０００万円。資本費平準化債の増額でござい

ます。 

 歳入合計といたしまして６億４，４５８万９，０００円で、前年と比較いたしま

して、２，６９７万６，０００円の増となっております。  

 次の３ページをお願いいたします。歳出でございます。  

 款１、土木費。項１、都市計画費。１億９，４２９万４，０００円。こちらは前

年と比較しまして１，６５８万６，０００円と増えておりますが、入で説明申し上

げましたとおり、上小田井雪窓線の管渠の移設工事１，７０５万円が増と見込んで

いる部分が増えている部分の主な要因でございます。  

 款２の公債費。項１、公債費。４億４，８２９万５，０００円。町債の元利償還

金でございます。  
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 款３、予備費。項１、予備費。歳入歳出の調整によりまして、２００万円でござ

います。  

 歳出合計が６億４，４５８万９，０００円で、前年と比較しまして２，６９７万

６，０００円の増でございます。  

 次の４ページでございます。第２表  地方債。  

 起債の目的  公共下水道事業。  

 限度額がこちらは平成２３年度と同額で、１，９００万円でございます。  

 次の資本費平準化債、こちらの限度額が１億１００万円ということで、前年度と

比較して、こちらの分が伸びている部分でございます。合計しまして１億２，０００

万円でございます。  

 起債の方法、利率、償還の方法につきましては、表に記載のとおりでございます。  

 以上のとおり、ご審議をお願いいたします。  

〇議長（内堀恵人君）  以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより、議案に対する質疑に入ります。  

 質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。  

 

－－－日程第３５  議案第３３号 平成２４年度御代田町農業集落排水事業  

                      特別会計予算案について－－－  

〇議長（内堀恵人君）  日程第３５  議案第３３号  平成２４年度御代田町農業集落排水

事業特別会計予算案についてを議題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 荻原 浩建設課長。  

（建設課長 荻原 浩君 登壇） 

〇建設課長（荻原  浩君） 議案書の６７ページをお願いいたします。  

 議案第３３号  平成２４年度御代田町農業集落排水事業特別会計予算案につい

て別冊のとおり提出いたします。  

 次の予算書の１ページをご覧ください。  
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 平成２４年度御代田町の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところ

による。  

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入、歳出、それぞれ３，０５２万円と定める。  

 款項の区分及び当該区分ごとの金額につきましては、次の２ページでございます。 

 歳入でございます。  

 款１、分担金及び負担金。項１、分担金。本年度予算額が、６５万７，０００円

でございます。受益者の分担金、これは修繕費の７％ということになっております。 

 款２、使用料及び手数料。項１、使用料。９４７万２，０００円。水洗化戸数、

平成２１年度から１戸増えまして、平成２２年度の決算で１５４戸となっておりま

す。こちらを見込んだものでございます。  

 項２、手数料。督促の手数料、１，０００円は項目設定でございます。  

 款３、繰入金。項１、他会計繰入金。２，０３８万７，０００円。一般会計から

の繰入金でございます。 

 款４、繰越金。項１、繰越金。１，０００円は項目設定でございます。  

 款５、諸収入。項１、延滞金、加算金及び過料、並びに項２、雑入のそれぞれ

１，０００円につきましては、項目設定でございます。  

 歳入合計が３，０５２万円で、前年度と比較しまして８７万８，０００円の減と

なっております。  

 次の３ページでございます。歳出。  

 款１、農林水産業費。項１、農地費。１，２６８万７，０００円。ポンプの交換、

オーバーホール等の維持管理の委託料などでございます。  

 款２、公債費。項１、公債費。１，６９８万３，０００円。町債の元利償還金で

ございます。  

 款３、予備費。項１、予備費。８５万円につきましては、歳入歳出の調整でござ

います。  

 歳出合計が３，０５２万円でございます。前年度と比較いたしまして８７万

８，０００円の減額でございます。  

 以上のとおり、ご審議をお願いいたします。  

〇議長（内堀恵人君）  以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより、議案に対する質疑に入ります。  
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 質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。  

 

－－－日程第３６  議案第３４号 平成２４年度御代田町個別排水処理施設  

                  整備事業特別会計予算案について－－－  

〇議長（内堀恵人君）  日程第３６  議案第３４号  平成２４年度御代田町個別排水処理

施設整備事業特別会計予算案についてを議題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 荻原 浩建設課長。  

（建設課長 荻原 浩君 登壇） 

〇建設課長（荻原  浩君） それでは、議案書の６８ページをお願いいたします。 

 議案第３４号  平成２４年度御代田町個別排水処理施設整備事業特別会計予算

案について、別冊のとおり提出いたします。  

 次の予算書の１ページをお願いいたします。  

 平成２４年度御代田町の個別排水処理施設整備事業特別会計の予算は、次に定め

るところによる。  

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入、歳出、それぞれ１，２３９万６，０００

円と定める。  

 款項の区分及び当該区分ごとの金額につきましては、次の２ページをご覧くださ

い。 

 歳入でございます。  

 款１、使用料及び手数料。項１、使用料。５４０万４，０００円でございます。合

併処理浄化槽の使用料でございます。来年度の稼動が９７基、休止が１０基となっ

ております。  

 項２、手数料。１，０００円につきましては項目設定でございます。  

 款２、繰入金。項１、他会計繰入金。６９８万９，０００円は、一般会計からの

繰入金でございます。  

 款３、繰越金。項１、繰越金。１，０００円。並びに、次の款４、諸収入。項１、
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延滞金、加算金及び過料の１，０００円につきましては、項目設定でございます。 

 歳入合計が１，２３９万６，０００円で、前年と比較しまして１０万６，０００

円の減となっております。  

 次の３ページでございます。歳出でございます。  

 款１、衛生費。項１、保健衛生費。本年度予算額が６０５万７，０００円。修繕

費、合併浄化槽の維持管理の委託料等でございます。  

 款２、公債費。項１、公債費。５９３万９，０００円は、町債の元利償還金でご

ざいます。  

 款３、予備費。項１、予備費。４０万円につきましては、歳入歳出の調整による

ものでございます。  

 歳出合計が１，２３９万６，０００円で、前年度と比較いたしまして１０万

６，０００円の減となっております。  

 以上のとおり、ご審議をお願いいたします。  

〇議長（内堀恵人君）  以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより、議案に対する質疑に入ります。  

 質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。  

 

－－－日程第３７  議案第３５号 平成２３年度御代田町一般会計補正予算案  

                             について－－－  

〇議長（内堀恵人君）  日程第３７  議案第３５号  平成２３年度御代田町一般会計補正

予算案についてを議題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 土屋和明企画財政課長。  

（企画財政課長 土屋和明君  登壇） 

〇企画財政課長（土屋和明君）  議案書の６９ページをお願いいたします。  

 議案第３５号 平成２３年度御代田町一般会計補正予算案について、ご説明いた

します。  
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 予算書の１ページをお開きいただきたいと思います。  

 平成２３年度御代田町の一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによ

る。 

 第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入、歳出、それぞれ５億９，２９０万９，０００

円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入、歳出、それぞれ７７億２，８５７万

４，０００円とする。 

 ２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、第１表  歳入歳出予算補正による。  

 第２条 地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用す

ることができる経費は、第２表  繰越明許費による。  

 第３条 債務負担行為の変更は、第３表  債務負担行為補正による。  

 第４条 地方債の追加及び変更は、第４表  地方債補正による。  

 ２ページから６ページの款項の区分ごとの金額の説明については、資料番号２、

３をお出しいただきたいと思います。  

 今回の補正につきましては、今議会に上程させていただきました基金条例の改廃

を踏まえました基金の繰入れと積立て、年度末を控えまして、事業費等が確定して

きたことによる増減をお願いするものです。  

 まず歳入でございます。  

 款１、町税。項１、町民税でございますが、既定額に２，８９０万円の増額をお

願いするもので、個人で１，４５０万円、法人で１，４４０万円の増額見込みであ

ります。  

 項４、町たばこ税でございますが、補正額１，０００万円ということで、ここに

きて税収が伸びてきてございます。  

 款１２、分担金及び負担金。項１、負担金でございますが、既定額に６５５万

５，０００円の増額をお願いするもので、主に保育料負担金であります。  

 款１３、使用料及び手数料。項１、使用料でございますが、既定額に２８７万

４，０００円をお願いするもので、墓地の永代使用料４基分でございます。  

 それから１４、国庫支出金。項１、国庫負担金。既定額から１，８７５万円を減

額するもので、子ども手当負担金１，６１４万円の減が主な要因でございます。  

 項２、国庫補助金でございますが、既定額に１億１，０５５万６，０００円を増
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額するということで、まちづくり交付金が１億１，０５８万円の増というような状

況でございます。  

 この事業、事業費自体は減ってございますけれども、５年間で充当率が４０％未

満ということで調整をされますので、他の町村で受け入れていない交付金が、御代

田町で引き受けてくれということで、前倒しして交付金をお受けするものでありま

す。 

 款１５、県支出金。項１、県負担金。既定額から１，０８２万４，０００円を減

額するもので、これは国保の安定基盤負担金であります。  

 それから項２、県補助金。既定額から４８６万１，０００円を減ずるもので、妊

婦乳幼児健診補助金が２００万円余減ることによるものです。  

 あとは森林整備地域活動支援交付金が１５０万円の減、農山漁村プロジェクト交

付金が１５０万円余の減であります。  

 それから款１８、繰入金。項１、基金繰入金でございますが、既定額に５億

５，３３８万円を増額するもので、中学校で５億９５０万円。総合文化会館基金で

４，３８８万円というものであります。  

 ２ページをお願いいたします。款２１、項１、町債。既定額から８，７１０万円

を減ずるもので、まちづくり交付金事業債は２億３，２４０万円の減、それから緊

急防災減災事業債で１億４，５２０万円の増というようなことで、こちらにつきま

しては、先の全協でも説明した事業への充当のために、新たに借入を起こすという

状況のものでございまして、歳入合計、既定額に５億９，２９０万９，０００円を

増額し、７７億２，８５７万４，０００円とするものでございます。  

 次の３ページをお願いいたします。歳出でございます。  

 款１、項１、議会費。既定額に１３万２，０００円を増額するものでございまし

て、一般職人件費の関係で、１３万２，０００円でございます。この歳出に、今回

の歳出における人件費の増につきましては、共済組合負担金の率の増によるもので

ございます。 

 款２、総務費。項１、総務管理費。既定額に７億８，１８４万９，０００円を増

額するもので、役場庁舎整備基金の積立てに６億円、財政調整基金積立金に１億

９，９５０万円というようなものでございます。  

 徴税費、それから戸籍住民台帳費は、先ほど申し上げました一般職の人事経費で
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す。 

 項４、選挙費。既定額から８７万８，０００円を減ずるもので、農業委員会選挙

が行われなかったことによるものであります。  

 款３、民生費。項１、社会福祉費。既定額から１，４８２万８，０００円を減額

するもので、国保の基盤制度繰出金が１，７９９万円の減が主要因です。  

 項２、児童福祉費。既定額から２，９２７万４，０００円を減ずるもので、保育

料委託金が８１０万円の減、子ども手当につきましては、１，６１４万円の減でご

ざいます。  

 款４、衛生費。項２、清掃費でございますが、既定額から７１５万９，０００円

を減ずるものでございます。一般廃棄物の収集運搬委託料で２５３万５，０００円

の減、それから浅麓共同事業負担金の２０９万８，０００円の減などが要因であり

ます。 

 款６、農林水産業費。項３、農地費。既定額から１，９５６万２，０００円を減

ずるものでございまして、まちづくり交付金事業の１，５３０万円の減少が主要因

であります。  

 次の４ページをお願いいたします。  

 款８、土木費。項２、道路橋梁費。既定額に５，３２２万円を増額するものでご

ざいまして、まちづくり交付金事業では９，０００万円の減でございますが、町道

改良舗装工事として１億４，３１９万９，０００円、これは緊急防災減災事業債の

関連の事業計上であります。  

 それから項４、都市計画費。既定額から３７０万６，０００円を減ずるもので、

公共下水道繰出金が３８１万１，０００円の減が要因であります。  款１０、教育

費。項１、教育総務費。既定額に１億６，３３５万６，０００円を増額するもので

ございまして、教育施設整備基金積立金に２億円、中学校建設工事費で３，５００

万円の減、特別職人件費で１００万円の減というような内容でございます。  

 それから項３、中学校費。既定額から７８５万９，０００円を減ずるものでござ

いまして、初めて１年間を経過してきた状況の中で、大きな減になっています水道

料ですとか、下水道、それから施設の保守点検委託料等が減額となったものであり

ます。 

 款１４、項１、予備費。既定額から３億２７８万円を減ずる状況で、歳出合計を
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合わせてきております。 

 歳出合計、既定額に５億９，２９０万９，０００円を増額いたしまして、総額７７

億２，８５７万４，０００円とするものでございます。  

 申しわけありません、再度、予算書の７ページにお戻りいただきたいと思いま

す。第２表 繰越明許費でございます。  

 款３、民生費。項１、社会福祉費。地域介護福祉空間整備等施設整備交付金事業、

金額として７，３５８万２，０００円。これは小田井区の世代間交流センターの建

設です。  

 それから款４、衛生費。項１、保健衛生費。予防接種事業費でございまして、

１２７万６，０００円の繰越でございますが、子宮頸がんワクチン接種の関係でご

ざいます。  

 款８、土木費。項２、道路橋梁費。まちづくり交付金事業、道路改良の関係で１

億４，５２０万円、これは栄橋ややまゆり公園整備です。  

 それから地方道路整備事業で１，６４６万４，０００円。これは小田井追分線の

山ノ神、それから道路新設改良事業でございますが、１億４，３１９万９，０００

円。これは緊急防災減災事業債の関係でございます。  

 項４、都市計画費。公園再整備工事でございまして、こちらは２，１９４万

３，０００円。雪窓公園の改修でございます。  

 款９、消防費。項１、消防費。防災用倉庫ということで、２２０万円。  

 それから款１０、教育費。項５、保健体育費。Ｂ＆Ｇ海洋センター耐震診断業務

の委託でございまして、こちらは２５２万円の繰越であります。  

 次の８ページをお願いいたします。第３表  債務負担行為補正でございます。  

 変更しますのは、しなの鉄道栄橋架け替え工事の業務委託でございまして、期間

は２４年から２５年で変更はございません。限度額が４億５，０００万円に３億円

を加えまして、７億５，０００万円とするものでございます。  

 次の９ページをお願いいたします。第４表 地方債補正でございます。  

 追加となりますのは、緊急防災減災事業、単独分でございまして、１億４，５２０

万円でございます。起債の方法は証書借入又は証券発行。利率は年４％以内。償還

の方法は、政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債

権者と協定するものとするという状況でございます。  
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 それから、変更になりますのは、社会資本整備総合交付金事業が３，２２０万円

だったものが３，２３０万円に、それからまちづくり交付金事業でございますが、

７億３，６２０万円だったものを５億３８０万円に減ずるという状況でございま

す。起債の方法、利率、償還の方法につきましては、追加の折りに申しました内容

と同じでございます。  

 以上でございます。よろしくご審議のうえ、お認めいただきますようお願いいた

します。  

〇議長（内堀恵人君）  以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより、議案に対する質疑に入ります。  

 質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。  

 

－－－日程第３８  議案第３６号 平成２３年度御代田町国民健康保険事業勘定  

                    特別会計補正予算案について－－－  

〇議長（内堀恵人君）  日程第３８  議案第３６号  平成２３年度御代田町国民健康保険

事業勘定特別会計補正予算案についてを議題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 小山岳夫保健福祉課長。  

（保健福祉課長 小山岳夫君  登壇） 

〇保健福祉課長（小山岳夫君）  それでは議案書の７０ページをお願いいたします。  

 議案第３６号  平成２３年度御代田町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算

案について、ご説明いたします。  

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、平成２３年度御代田町国民健康保険

事業勘定特別会計補正予算（第４号）を、別冊のとおり提出する。  

 ということでございまして、予算書の１ページをお願いいたします。  

 平成２３年度御代田町の国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第４号）は、

次に定めるところによる。  

 第１条 歳入歳出予算の総額から、歳入、歳出、それぞれ１，３８２万９，０００



８４ 

円を減額し、歳入歳出予算の総額を、歳入、歳出、それぞれ１６億２，１１１万

７，０００円とするものでございます。  

 ２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、第１表  歳入歳出予算補正による。  

 ということで、２ページをお願いいたします。歳入。  

 款１、国民健康保険税。これにつきましては、課税所得の増等に伴いまして、３

億６，０６８万２，０００円ということで、２，３０３万１，０００円の増額補正

でございます。  

 それから款３、国庫支出金。項２、国庫補助金。特別調整交付金の増額補正でご

ざいまして、レセプトシステムの改修費ということで、２４万８，０００円増額と

なっております。  

 合計で８，６５９万７，０００円となっております。  

 款７、共同事業交付金でございます。拠出金額の確定に伴いまして、８８万

２，０００円の増額補正でございまして、合計で１億６，５８７万円ということに

なっております。  

 款９、繰入金でございます。項１、他会計繰入金。保険料軽減額の減少に伴いま

して、１，７９９万円の減額補正、合計で７，１０２万８，０００円の予算となっ

ております。  

 項２、基金繰入金でございますが、２，０００万円取り崩しを解消しております。  

 歳入合計でございますが、補正額１，３８２万９，０００円減じまして、１６億

２，１１１万７，０００円ということになっております。  

 ３ページをお願いいたします。  

 款１、総務費。項１、総務管理費。国保総合システムレセプト改修のため、補正

額２４万８，０００円で、合計４７０万７，０００円という状況になっております。  

 款２、保険給付費でございますが、項１の療養諸費。財源変更でございます。  

 款７、共同事業拠出金。こちらも拠出金額確定に伴いまして８８万２，０００円

の増額。合計、１億６，５８７万円という状況でございます。  

 款８、保健事業費でございますが、人件費、共済比率の変更に伴いまして、５万

５，０００円の増額補正でございます。  

 款１１の予備費につきましては、１，５０１万４，０００円減じまして、合計
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５，８７８万９，０００円となっております。  

 歳出合計、１，３８２万９，０００円減じまして、１６億２，１１１万７，０００

円という状況でございます。  

 説明は以上でございます。ご審議のうえ、お認めいただきますようお願いを申し

上げます。  

〇議長（内堀恵人君）  以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより、議案に対する質疑に入ります。  

 質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 この際、暫時休憩いたします。  

（午後２時５５分）  

（休  憩） 

（午後３時０９分）  

〇議長（内堀恵人君）  休憩前に引き続き、本会議を再開いたします。  

 

－－－日程第３９  議案第３７号 平成２３年度御代田町介護保険事業勘定  

                    特別会計補正予算案について－－－  

〇議長（内堀恵人君）  日程第３９  議案第３７号  平成２３年度御代田町介護保険事業

勘定特別会計補正予算案についてを議題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 小山岳夫保健福祉課長。  

（保健福祉課長 小山岳夫君 登壇） 

〇保健福祉課長（小山岳夫君）  議案書の７１ページをお願いいたします。  

 議案第３７号  平成２３年度御代田町介護保険事業勘定特別会計補正予算案に

ついて、ご説明いたします。  

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、平成２３年度御代田町介護保険事業

勘定特別会計補正予算（第３号）を、別冊のとおり提出するものでございます。  

 予算書の１ページをお願いいたします。  
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 平成２３年度御代田町の介護保険事業勘定特別会計補正予算（第３号）は、次に

定めるところによる。  

 第１条 歳入歳出予算の総額から、歳入、歳出、それぞれ４，０７４万９，０００

円を減額し、歳入歳出予算の総額を、歳入、歳出、それぞれ９億１１２万１，０００

円とする。  

 ２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、第１表  歳入歳出予算補正による。  

 ２ページをお願いいたします。歳入。  

 款１、保険料。項１、介護保険料。被保険者数の増加に伴いまして、２１１万

４，０００円、合計で１億６，４４３万８，０００円の計上でございます。  

 款４、国庫支出金。項１、国庫負担金。給付費の減少に伴いまして、１，４０１

万１，０００円の減額、合計１億４，０１５万１，０００円でございます。  

 項２、国庫補助金。介護報酬改正等に伴うシステム改修で、国庫補助金が付きま

して、２７７万２，０００円の増額補正でございます。  

 款５、支払基金交付金。こちらも給付費の減少で、２，２００万９，０００円の

減額でございます。  

 それから款６、県支出金。こちらもやはり給付費の減少に伴いまして７１６万

４，０００円の減額補正でございます。  

 款８、繰入金。システム改修費、国庫補助金ということになったということで、

一般会計の繰入金が減じまして、２４５万１，０００円。合計で１億３，４７３万

円の他会計繰入金ということになっております。  

 歳入合計、４，０７４万９，０００円の減額補正でございまして、予算現額が９

億１１２万１，０００円という状況になっております。  

 ３ページをお願いいたします。歳出。  

 款１、総務費。システム改修費の確定に伴う増額補正で２０万円。  

 それから款２、保険給付費。給付費の減少に伴いまして、３，９３４万３，０００

円の減額補正でございます。合計で８億２，８９７万８，０００円の保険給付費と

いう予算額になっております。  

 款３、地域支援事業費でございますが、項２、包括支援事業任意事業費。共済費

の調整がございまして、１２万１，０００円の増額補正でございます。  
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 款５、諸支出金。国庫負担額確定に伴いまして、８万４，０００円の増額補正で

ございます。  

 款７、予備費でございますが、調整額として１８１万１，０００円ということで、

現在の予算額が１，００５万２，０００円という状況になっております。  

 歳出合計、４，０７４万９，０００円減じまして、９億１，１２１万円という状

況でございます。  

 説明は以上でございます。ご審議のうえ、お認めいただきますようお願いを申し

上げます。 

〇議長（内堀恵人君）  以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより、議案に対する質疑に入ります。  

 質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。  

 

－－－日程第４０  議案第３８号 平成２３年度御代田町簡易水道事業  

                    特別会計補正予算案について－－－  

〇議長（内堀恵人君）  日程第４０  議案第３８号  平成２３年度御代田町簡易水道事業

特別会計補正予算案についてを議題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 荻原 浩建設課長。  

（建設課長 荻原 浩君 登壇） 

〇建設課長（荻原  浩君） 議案書の７２ページをお願いいたします。  

 議案第３８号  平成２３年度御代田町簡易水道事業特別会計補正予算案につい

て、補正予算（第３号）を、別冊のとおり提出いたします。  

 次の予算書の１ページをご覧ください。  

 平成２３年度御代田町の御代田町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）は、

次に定めるところによる。  

 第１条 歳入歳出予算の総額から、歳入、歳出、それぞれ９３７万６，０００円

を減額し、歳入歳出予算の総額を、歳入、歳出、それぞれ８，４２７万円とする。 
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 補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

につきましては、次の２ページをお願いいたします。  

 歳入。 

 款１、分担金及び負担金。項１、負担金。既定額から２７７万２，０００円の減

額をお願いいたします。支障管移設工事の負担金の減並びに新規加入金の減が主な

理由となっております。 

 款２、使用料及び手数料。項１、使用料。既定額から２５４万円の減額をお願いい

たします。節水傾向により、使用料の減となっておりまして、前年同期比で９８．５％

となっております。  

 款３、財産収入。項１、財産運用収入。既定額から６万４，０００円の減額をお

願いいたします。基金積立金の利息の減によるものでございます。  

 款４、繰入金。項２、基金繰入金。既定額４００万円の皆減でございます。  

 予備費の調整等により、基金からの繰入れの必要がなくなったものでございま

す。歳入合計が既定額から９３７万６，０００円の減額をお願いいたしまして、

８，４２７万円となるものでございます。  

 次の３ページをお願いいたします。歳出。  

 款１、経営管理費。項１、総務費。既定額から１４５万円の減額をお願いいたし

ます。浅麓水道受水費の超過水量が今年度無かったことと、あと消費税納税額の減

額が主な理由でございます。  

 項２、施設管理費につきましては財源変更で、補正は０でございます。  

 款２、建設改良費。項１、建設改良事業費。既定額から１００万円の減額をお願

いいたします。道路改良工事等による布設替工事がなかったためでございます。  

 款３、繰出金。項１、他会計繰出金。既定額から１９６万１，０００円の減額を

お願いいたします。主に人件費でございますが、小沼簡水特別会計への案分経費の

減額によるものでございます。  

 款４、諸支出金。項１、基金費。補正額は０でございますが、財源変更でござい

ます。 

 款５、予備費。項１、予備費。既定額から４９６万５，０００円の減額をお願い

いたします。  

 歳出合計につきましては、既定額から９３７万６，０００円を減額をお願いいた
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しまして、８，４２７万円となるものでございます。  

 以上のとおり、ご審議をお願いいたします。  

〇議長（内堀恵人君）  以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより、議案に対する質疑に入ります。  

 質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。  

 

－－－日程第４１  議案第３９号 平成２３年度御代田町小沼地区簡易水道事業  

                    特別会計補正予算案について－－－  

〇議長（内堀恵人君）  日程第４１  議案第３９号  平成２３年度御代田町小沼地区簡易

水道事業特別会計補正予算案についてを議題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 荻原 浩建設課長。  

（建設課長 荻原 浩君 登壇） 

〇建設課長（荻原  浩君） 議案書の７３ページをお願いいたします。  

 議案第３９号  平成２３年度御代田町小沼地区簡易水道事業特別会計補正予算

案について、補正予算（第４号）を、別冊のとおり提出いたします。  

 次の予算書の１ページをご覧ください。  

 平成２３年度御代田町の小沼地区簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）は、

次に定めるところによる。  

 第１条 歳入歳出予算の総額から、歳入、歳出、それぞれ９１４万９，０００円を

減額し、歳入歳出予算の総額を、歳入、歳出、それぞれ１億１，８００万５，０００

円とする。  

 補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

につきましては、次の２ページをご覧ください。  

 歳入でございます。  

 款１、分担金及び負担金。項１、負担金。既定額に２６２万４，０００円の増額

をお願いいたします。こちらにつきましては、アパートが主でございますが、新規
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加入金の増額によるものでございます。  

 款２、使用料及び手数料。項１、使用料。既定額から３１１万２，０００円の減

額をお願いいたします。こちらも節水傾向等により使用料の減でございます。前年

同期比で９５．１％となってございます。  

 款４、繰入金。項１、他会計繰入金。既定額から１９６万１，０００円の減額を

お願いいたします。主に人件費でございます。先ほども申し上げましたとおり、６

月３０日に１人退職して、９月１日に１人採用という状況でございました。御代田

簡水特会から案分分の減でございます。  

 項２、基金繰入金。既定額から６７０万円の皆減をお願いいたします。  

 歳入合計で、既定額から９１４万９，０００円の減額をお願いいたしまして、１

億１，８００万５，０００円となるものでございます。  

 次の３ページでございます。歳出。  

 款１、経営管理費。項１、総務費。既定額から４２２万３，０００円の減額をお

願いいたします。主に入札差金、消費税や、先ほど申し上げました人件費の減によ

るものでございます。  

 項２、施設管理費。既定額から２６万円の減額をお願いいたします。  

 款２、建設改良費。項１、建設改良事業費。既定額から２００万円の減額をお願

いいたします。道路改良事業等による布設替え等の工事が無かったことによるもの

でございます。  

 款５、予備費。項１、予備費。既定額から２６６万６，０００円の減額をお願い

いたします。基金に絡む繰入れをしないための調整減によるものでございます。  

 歳出合計が、既定額から９１４万９，０００円の減額をお願いいたしまして、１

億１，８００万５，０００円となるものでございます。  

 以上のとおり、ご審議をお願いいたします。  

〇議長（内堀恵人君）  以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより、議案に対する質疑に入ります。  

 質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。  
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－－－日程第４２  議案第４０号 平成２３年度御代田町公共下水道事業  

                    特別会計補正予算案について－－－  

〇議長（内堀恵人君）  日程第４２  議案第４０号  平成２３年度御代田町公共下水道事

業特別会計補正予算案についてを議題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 荻原 浩建設課長。  

（建設課長 荻原 浩君 登壇） 

〇建設課長（荻原  浩君） 議案書の７４ページをお願いいたします。  

 議案第４０号  平成２３年度御代田町公共下水道事業特別会計補正予算案につ

いて、補正予算（第４号）を、別冊のとおり提出いたします。  

 次の予算書の１ページをご覧ください。  

 平成２３年度御代田町の公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）は、次に定

めるところによる。  

 第１条 歳入歳出予算の総額から、歳入、歳出、それぞれ２，０４１万４，０００円

を減額し、歳入歳出予算の総額を、歳入、歳出、それぞれ６億２，４８３万６，０００

円とする。  

 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、第１表  歳入歳出予算補正による。  

 第２条 地方債の変更は、第２表  地方債補正による。  

 次の２ページをご覧ください。第１表  歳入歳出予算補正でございます。  

 歳入。 

 款１、分担金及び負担金。項１、負担金。既定額に４９０万円の増額をお願いい

たします。こちらにつきましては、農地転用などによる徴収猶予の取消しによる増

が主な理由でございます。  

 款２、使用料及び手数料。項１、使用料。既定額から９３万３，０００円の減額

をお願いいたします。節水傾向等による見込み減によるものでございます。  

 項２、手数料。既定額から２２万円の減額をお願いいたします。指定工事店申請

手数料の減等による理由でございます。  

 款４、繰入金。項１、他会計繰入金。既定額から２，０８６万１，０００円の減
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額をお願いいたします。こちらにつきましては、一般会計からの上小田井雪窓線道

路改良事業の切り回しでございますが、平成２３年度を予定しておりましたが、用

地交渉等の絡みで平成２４年度の実施となりましたので、その分の１，７００万円

の減等が主な理由でございます。  

 款７、町債。項１、町債。既定額から３３０万円の減額をお願いいたします。こ

ちらにつきましては、公共桝設置工事等の減によるものでございます。  

 歳入合計が、既定額から２，０４１万４，０００円の減額をお願いいたしまして、

６億２，４８３万６，０００円となるものでございます。  

 次の３ページをお願いいたします。歳出。  

 款１、土木費。項１、都市計画費。既定額から２，０３４万４，０００円の減額

をお願いいたします。入で申し上げましたとおり、上小田井雪窓線の切り回し工事

が平成２４年度事業となったことによるものと、公共桝設置工事等の減によるもの

でございます。  

 款２、公債費。項１、公債費。補正額は０で、財源変更によるものでございます。  

 款３、予備費。項１、予備費。既定額から７万円の減額をお願いいたします。こ

ちらは歳入歳出の調整によるものでございます。  

 歳出の合計といたしまして、既定額から２，０４１万４，０００円の減額をお願

いいたしまして、６億２，４８３万６，０００円となるものでございます。  

 次の４ページでございます。第２表  地方債補正。  

 変更でございます。起債の目的、公共下水道事業債。補正前の金額が１，９００

万円の限度額でございましたものを、３３０万円の減額をお願いいたしまして、

１，５７０万円とするものでございます。起債の方法、利率、償還の方法につきま

しては、補正前と同様でございます。  

 以上のとおり、ご審議をお願いいたします。  

〇議長（内堀恵人君）  以上で、提案理由の説明を終わります。  

 これより、議案に対する質疑に入ります。  

 質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。  
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－－－日程第４３  平成２４年度御代田町土地開発公社事業計画及び予算の  

                           報告について－－－  

〇議長（内堀恵人君）  日程第４３  平成２４年度御代田町土地開発公社事業計画及び予

算の報告についてを議題といたします。  

 報告を求めます。  

 土屋和明企画財政課長。  

（企画財政課長 土屋和明君  登壇） 

〇企画財政課長（土屋和明君）  議案書の７５ページをお願いいたします。  

 平成２４年度御代田町土地開発公社事業計画及び予算の報告について。  

 平成２４年度御代田町土地開発公社事業計画及び予算を、平成２４年２月２２日

御代田町土地開発公社理事会において決定し、提出されましたので、地方自治法第

２４３条の３第２項により、別紙のとおり報告します。  

 内容についてご説明をいたします。  

 １枚おめくりをいただいたページ番号１をお願いいたします。  

 平成２４年度の御代田町土地開発公社の事業計画でございます。  

 事業の計画としては、用地売却計画といたしまして代替用地借宿小諸線４０７．７９

平米を売却するということで、売却予定価格は２，００８万３，６３０円という計

画でございます。場所につきましては、ハートピアの道路の南側、やまいしさんの

精米所が設置されている隣の用地でございまして、簿価が１，９６８万９，８３４

円、これに２％の手数料を上乗せして売却予定価格としてございます。  

 次の２ページをお願いいたします。  

 ２４年度土地開発公社の予算でございます。  

 第１条 平成２４年度御代田町土地開発公社の予算は、次に定めるところによる。 

 第２条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。  

 収入でございますが、第１款、事業収益が２，００８万４，０００円。第１項、

公有地取得事業収益で２，００８万３，０００円。  

 第４項、附帯等事業収益で１，０００円。  

 第２款、事業外収益。１，０００円。第１項、受取利息１，０００円でございま

す。 
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 収入合計で２，００８万５，０００円となります。  

 支出でございます。  

 第１款、事業原価。１，９６７万７，０００円でございます。  

 第２款、販売費及び一般管理費でございまして、２０万３，０００円でございま

す。 

 第３款、事業外費用。第１項、支払利息でございますが、１万４，０００円。  

 支出合計といたしまして、１，９８９万４，０００円で、収益的収入支出差引額

で１９万１，０００円でございます。  

 資本的収入及び支出でございます。  

 第３条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。  

 収入金額はございません。  

 支出といたしまして、資本的支出１，５３０万円でございまして、公社債償還金

及び長期借入金償還金で１，５３０万円でございまして、支出合計が１，５３０万

円という計画でございます。  

 次の４ページから１５ページまでの内容の詳細や損益計算書、貸借対照表等につ

いては、後ほどご覧いただきたいと思います。  

 説明は以上でございます。  

〇議長（内堀恵人君）  以上で、報告を終わります。  

 これより、報告に対する質疑に入ります。  

 質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、平成２４年度御代田町土地開発公社事業計画及び予算の報告を終

わります。  

 

－－－日程第４４  平成２３年度御代田町土地開発公社変更事業計画及び  

                   第１回補正予算の報告について－－－  

〇議長（内堀恵人君）  日程第４４  平成２３年度御代田町土地開発公社変更事業計画及

び第１回補正予算の報告についてを議題といたします。  

 報告を求めます。  
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 土屋和明企画財政課長。  

（企画財政課長 土屋和明君  登壇） 

〇企画財政課長（土屋和明君）  議案書の７６ページをお願いいたします。  

 平成２３年度御代田町土地開発公社変更事業計画及び第１回補正予算の報告に

ついて。  

 平成２３年度御代田町土地開発公社変更事業計画及び第１回補正予算を、平成

２４年２月２２日御代田町土地開発公社理事会において決定し、提出されましたの

で、地方自治法第２４３条の３第２項により、別紙のとおり報告します。  

 内容ついてご説明いたします。 

 １枚おめくりいただいた１ページをお願いいたします。  

 ２３年度の変更事業計画でございますが、当初計画の代替用地坪谷地１の用地

売却計画を削除いたしまして、新たに用地売却計画といたしまして、旧鉄道用地

１５０．３８平米を、予定金額１９３万６，７５５円で売却する計画を追加するも

のです。この用地は、県道馬瀬口停車場線の改良に伴い、売却するもので、場所は

旭町信号から八ヶ倉方面へ進んで、御影用水との交差部の南側にございます。  

 次の２ページをお願いいたします。第１回補正予算でございます。  

 第１条 平成２３年度御代田町土地開発公社の第１回補正予算は、次に定めると

ころによる。  

 第２条 収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。  

 収入といたしまして、事業収益の既定額から１，８９６万円を減じて、１９３万

８，０００円に。項１、公有地取得事業収益といたしまして、既定額から８，１９６

万１，０００円を減じて、１９３万６，０００円に。  

 第４項、附帯事業収益で、既定額に１，０００円を加えて２，０００円にするも

のであります。  

 第２款、事業外収益では、変更はございません。  

 収入合計で、既定額から８，１９６万円を減じて、１９３万９，０００円とする

ものであります。  

 次に、支出でございます。  

 款１、事業原価。項１、公有地取得事業原価でございますが、既定額から７，１６４

万４，０００円を減じて、３０万８，０００円。  
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 款２、項１、販売費及び一般管理費でございますが、既定額から２万９，０００

円を減じて、１７万４，０００円に。  

 款３、事業外収益。項１、支払利息でございますが、既定額を皆減いたしまして、

０とするものであります。  

 支出合計といたしまして、既定額から８，１９７万４，０００円を減じて、４８

万２，０００円とするもので、収益的収入支出差引額は１４５万７，０００円であ

ります。  

 次のページをお願いいたします。資本的収入及び支出についてでございますが、

収入といたしましては、変更はございません。  

 支出といたしまして、基本的支出で第７項、公社債償還金及び長期借入金償還金

で、既定額の７，０００万円を皆減するものでございます。  

 支出合計は、０となります。  

 次の４ページから１５ページまでの詳細、損益計算書、貸借対照表につきまして

は、後ほどご覧をいただきたいと思います。  

 説明は以上であります。  

〇議長（内堀恵人君）  以上で、報告を終わります。  

 これより、報告に対する質疑に入ります。  

 質疑のある方は挙手を願います。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、平成２３年度御代田町土地開発公社変更事業計画及び第１回補正

予算の報告を終わります。  

 以上で、すべての議案に対する質疑を終結いたしました。  

 お諮りいたします。  

 ただいま議題になっています、議案第１０号から議案第４０号までについては、

会議規則第３９条の規定により、お手元に配付してあります議案付託表のとおり、

それぞれ所管の常任委員会に付託したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

 異議なしと認めます。 
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 よって、議案付託表のとおり、各常任委員会に付託することに決しました。  

 

－－－日程第４５  諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求める  

                           ことについて－－－  

〇議長（内堀恵人君）  日程第４５  諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求め

ることについてを議題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 小山岳夫保健福祉課長。  

（保健福祉課長 小山岳夫君  登壇） 

〇保健福祉課長（小山岳夫君）  議案書の７７ページをお願いいたします。  

 諮問第１号  人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、ご説明いた

します。  

 下記の者を人権擁護委員として推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項の

規定によって議会の意見を求める。  

 住  所 御代田町大字草越１１７３番地１０８２  

 氏  名 柏木  八重子 

 生年月日 昭和２３年６月２３日生  

 ということで、町長が招集あいさつでご紹介いたしましたように、柏木氏に関し

ては、平成２４年６月３０日をもって任期満了となります。  

 議会にお諮りし、推薦するという規定になっておりますため、ご意見をお願いし

たいと思います。  

 推薦理由でございます。  

 柏木氏におかれましては、防犯ボランティア女性部御代田支部員及び御代田小学

校評議委員を務められ、青少年に対する理解が非常に深い方でございます。また、

人権を尊重し、人権擁護委員として活動され、地域のためにもご尽力いただいてい

る方でございます。  

 人権擁護委員としては現在第１期目でありまして、人格、識見も高く、女性に関

する人権相談や活動にも積極的にかかわられており、適任者であるということで、

推薦をさせていただきます。  

 ご意見を賜りますよう、よろしくお願いいたします。  
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〇議長（内堀恵人君）  以上で、提案理由の説明を終わります。  

 お諮りいたします。  

 本案は、質疑・討論を省略し、ただちに採決に付したいと思います。  

 これにご異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

 異議なしと認め、諮問第１号を採決いたします。  

 本案は、適任とすることに賛成の諸君の挙手を求めます。  

（賛成者挙手）  

 挙手、全員であります。  

 よって、諮問第１号  人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについては、

適任という意見を付することに決しました。  

 

－－－日程第４６  請願第６号 消費税増税に反対する請願について－－－  

〇議長（内堀恵人君） 日程第４６ 請願第６号 消費税増税に反対する請願については、

継続審査中でありますので、総務福祉文教常任委員会において審査願います。  

 

－－－日程第４７  請願第８号 義務教育費国庫負担制度の堅持を求める請願  

                             について－－－  

－－－日程第４８  請願第９号 ３０人規模学級の早期実現、教職員定数増を  

               求める意見書提出に関する請願について－－－  

－－－日程第４９  請願第１０号 長野県独自の３０人規模学級の中学校全学年  

 への早期拡大と複式学級の解消、県独自に教職員配置増を求める意見書  

                     提出に関する請願について－－－  

－－－日程第５０  陳情第１１号 国土交通省告示第１５号の履行に関する陳情  

                             について－－－  

－－－日程第５１  陳情第１２号 最低制限価格の設定に関する陳情について－－－  

－－－日程第５２  陳情第１３号 直轄事業の継続と適正な維持管理、  

              地元建設業への支援を求める陳情について－－－  

〇議長（内堀恵人君）  日程第４７  請願第８号 義務教育費国庫負担制度の堅持を求め

る請願について、日程第４８  請願第９号 ３０人規模学級の早期実現、教職員定
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数増を求める意見書提出に関する請願について、日程第４９  請願第１０号 長野

県独自の３０人規模学級の中学校全学年への早期拡大と複式学級の解消、県独自に

教職員配置増を求める意見書提出に関する請願について、日程第５０  陳情第１１

号 国土交通省告示第１５号の履行に関する陳情について、日程第５１ 陳情第１２

号 最低制限価格の設定に関する陳情について、日程第５２  陳情第１３号 直轄事

業の継続と適正な維持管理、地元建設業への支援を求める陳情についてまでは、今

定例会に提出され、受理いたしました。お手元に配付してあります請願・陳情付託

表のとおり、会議規則第９２条の規定により、所管の常任委員会に付託いたします

ので、審査願います。  

 以上で、本日の議事日程は、すべて終了いたしました。  

 本日は、これにて散会いたします。  

 ご苦労さまでした。  

散 会 午後 ３時４３分 


